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補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金
・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金
・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

採用実績：当社顧客の採用実績について連絡のあった補助金_支援金_奨励金_助成金

No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

1 ◎ ◎ ◎ 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

国内 令和6年度補正
ものづくり・商業・サービス生産性向
上促進補助金
（19次締切）

2025年2月14日(金)
～2025年4月25日(金)17時

※申請開始日は2025年4月11日
(金)17時

製品・サービス高付加価値化枠：2,500万円
グローバル枠：3,000万円

※大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例
として、従業員数に応じて補助上限額を最大
1,000万円引き上げます。詳細は公募要領を
ご参照ください。

[製品・サービス高付加価値化枠]
・中小企業：1/2、
・小規模企業者・小規模事業者：2/3
・再生事業者：2/3
[グローバル枠]
・中小企業：1/2、
・小規模企業者・小規模事業者：2/3

※最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例とし
て、補助率を2/3に引き上げます。詳細は公募要領
をご参照ください。

中小企業・小規模事業者等 〇基本要件
中小企業・小規模事業者等が、革新的な製品・サービス開発を行い、
①付加価値額の年平均成長率が+3.0％以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間
の年平均成長率以上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0％以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等（従業員21名以上の場合の
み）の基本要件を全て満たす3～5 年の事業計画に取り組むこと。
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとします。

※各々の枠について基本要件に加えて、それぞれ別途追加要件があります。詳細は公募要領をご
参照ください。

中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向
上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設
備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者等の生産性向
上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。

対象事業）
①製品・サービス高付加価値化枠：
　革新的な新製品・新サービス開発※の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援
②グローバル枠：
　海外事業※を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を
支援

・製品・サービス高付加価値化
枠：交付決定日から10か月（ただ
し、採択発表日から12か月後の日
まで）
・グローバル枠：交付決定日から
12か月（ただし、採択発表日から
14か月後の日まで）

https://portal.monodukuri
-hojo.jp/about.html

〇問合せ先：ものづくり補助金事務
局サポートセンター

2 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

国内 IT導入補助金2025　＜通常枠＞
（1次締切）

2025年3月31日(月)
～2025年5月12日(月)

1プロセス以上：150万円未満
４プロセス以上：450万円以下

１/２以内

※3か月以上、地域別最低賃金+50円以内で雇用し
ている従業員数が全従業員の30パーセント以上で
あることを示した場合は、2/3以内

中小企業者・小規模事業者等 〇ITツールの要件
　申請者は、IT導入支援事業者が事務局に対して事前に登録したITツールの中から導入するもの
を選択し、交付申請を行う。
〇交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上
であること。
〇GビズIDプライムを取得していること。
〇独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」
又は「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の
交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と共有することに同意すること。
〇国及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小機構、その他の独立行政法人の他の補助金等
と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。
〇補助事業者の労働生産性について、以下要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行する
こと。
　①1年後に労働生産性を3パーセント以上向上させること。ただし、IT導入補助金2022、IT導
入補助金2023の通常枠（A・B類型）又はデジタル化基盤導入枠（複数社連携IT導入類型）若し
くはIT導入補助金2024の通常枠又は複数社連携IT導入枠の交付決定を受けた事業者について
は、労働生産性を1年後に4パーセント以上向上させること。
　②事業計画期間において、労働生産性の年平均成長率を3パーセント以上とすること。ただ
し、IT導入補助金2022、IT導入補助金2023の通常枠（A・B類型）又はデジタル化基盤導入枠
（複数社連携IT導入類型）若しくはIT導入補助金2024の通常枠又は複数社連携IT導入枠の交付
決定を受けた事業者については、労働生産性の年平均成長率を4パーセント以上とすること。
　③生産性向上の目標が実現可能かつ合理的であること。
〇IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報（営業利益、人件費、減価償
却費、従業員数及び就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）
等）を事務局に報告すること。

他の要件など、詳細は公募要領を参照ください。

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更
（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入）等に対応するため、
生産性向上に資する IT ツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事業に要
する経費の一部を補助することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図るこ
とを目的とする。

IT導入補助金事業のスキーム）
IT導入支援事業者と中小企業・小規模事業者等が共同事業体となり、IT導入補助金事務局
に対して各種申請を行う。

※IT導入支援事業者とは
IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツール
を導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行う事業者を指す。事務局に登録申請
を行い、事務局にてその適格性が審査された結果、採択された者をいう。
※ITツールとは
ITツールとは、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に登録された中小
企業・小規模事業者等の労働生産性の向上に資するソフトウェア・オプション・役務・
ハードウェアの総称を指す。

交付決定後～2025年12月26日 https://it-
shien.smrj.go.jp/

〇問合せ先：サービス等生産性向上
IT導入支援事業事務局

3 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

国内 令和6年補正予算
小規模事業者持続化補助金＜一般型
通常枠＞
（第17回）

一般型 2025年5月1日(木)～2025年6
月13日(金) 17時締切

※事業支援計画書発行の受付締
切：2025年6月3日(火)

50万円

※インボイス特例：最大50万円上乗せ
※賃金引上げ特例：最大150万円上乗せ

※上記特例を両方満たす場合、最大200万円
上乗せ

2/3
（賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4）

〇小規模事業者等
〇商工会議所、商工会の各管轄地域内で事業を営んでいること。

〇小規模事業者持続化補助金＜一般型＞において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事
業者ではないこと。
〇小規模事業者持続化補助金＜創業型＞第１回公募に申請中の事業者ではないこと。

〇インボイス特例および賃金引上げ特例の適用要件について公募要領を参照。
〇補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとしま
す。(※詳細は公募要領を参照)
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。 あるい
は、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
(4)以下に該当する事業を行うものではないこと
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する
場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報
酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む
事業が1次産業 （農業、林業、漁業） である事業

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人（以下「小規模事業者等」とい
う。）が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（物価高騰、賃上げ、インボイス
制度の導入等）等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の
一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持
続的発展を図ることを目的とします。
本 補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づ
く、販路開拓等の取組（例：新たな市場への参入に向けた 売り方の 工夫や新たな顧客層
の獲得に向けた商品の改良・開発等）や、販路開拓等と併せて行う業務効率化（生産性向
上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

交付決定日から2026年7月31日ま
で

https://r6.jizokukahojokin
.info/

〇問合せ先：
商工会議所地区：小規模事業者持続
化補助金事務局＜一般型＞
商工会連合会：管轄の地方事務局

4 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

国内 令和6年補正予算
小規模事業者持続化補助金＜創業型＞
（第1回）

創業型 2025年5月1日(木)～2025年6
月13日(金) 17時締切

※事業支援計画書発行の受付締
切：2025年6月3日(火)

200万円

※インボイス特例：最大50万円上乗せ

2/3 〇小規模事業者等
〇商工会議所、商工会の各管轄地域内で事業を営んでいること。

〇小規模事業者持続化補助金＜一般型＞において、「創業枠」、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業
を実施した事業者ではないこと。
〇小規模事業者持続化補助金＜一般型＞第17回公募に申請中の事業者ではないこと。

〇インボイス特例の適用要件について公募要領を参照。
〇補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとしま
す。(※詳細は公募要領を参照)
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。 あるい
は、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
(4)以下に該当する事業を行うものではないこと
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する
場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報
酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業
・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
・農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む
事業が1次産業 （農業、林業、漁業） である事業

創業後3年以内の 事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定
市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した
「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の
一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持
続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づ
く、販路開拓等の取組（例：新たな市場への参入に向けた 売り方の工夫や新たな顧客層
の獲得に向けた商品の改良・開発等）や、販路開拓等と併せて行う業務効率化（生産性向
上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

交付決定日から2026年7月31日ま
で

https://r6.jizokukahojokin
.info/sogyo/

〇問合せ先：
小規模事業者持続化補助金事務局＜
創業型＞

5 〇 〇 〇 なし

生産設備の復
旧・整備

国内 令和6補正予算
小規模事業者持続化補助金
＜災害支援枠（令和6年能登半島地
震）＞
（6次公募）

2025年3月21(金)～2025年4月
28日(月)

直接的被害：200万円
間接的被害：100万円

2/3以内 〇石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和６年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者
等及び、令和6年9月21日からの大雨の被害を受けた小規模事業者等
〇商工会議所、商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。

〇被害の証明については、それを証する公的証明の添付（コピーでも可）を必要とします。
　①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
　　市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類（例：「罹災（被災）証明
書」など）
　　※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
　②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
　　地方自治体が独自に発行した証明書
　　※（地震被害の場合）間接被害とは令和6年1月から令和7年3月の任意の1か月の売上高が前
年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20％以上減少していることを指します。
　　※（豪雨被害のみの場合）間接被害とは令和6年9月から令和7年3月の任意の1か月の売上高
が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20％以上減少していることを指しま
す。

令和６年能登半島地震による災害（令和６年能登半島地震による災害についての特定非常
災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令和6年政令第五号）により指
定された特定非常災害）及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害（石川県が災害救助
法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23
日にかけて発生した災害）（以下「令和6年能登半島地震」という。））により甚大な被
害を受けた地域4県（石川県、富山県、福井県、新潟県） においては、多くの小規模事業
者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面していま
す。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助
事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計
画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部
を補助するものです。

対象事業）
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、事業再建のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

交付決定日から2026年6月30まで https://r6.jizokukahojokin
.info/noto/

〇問合せ先：
商工会議所地区：小規模事業者持続
化補助金事務局
商工会の管轄地域：被災区域(石川
県、富山県、新潟県、福井県)の地方
事務局

6 ◎ ◎ ◎ なし

事業拡大・工
場、物流拠点
の新増設・
新商品開発・
新分野展開・
生産性向上・
生産設備の導
入

国内 令和6年度補正予算
中小企業成長加速化補助金
（1次公募）

2025年5月8日(木)～2025年6
月9日(月)178時

5億円 1/2 売上高100億円を目指す中小企業

※売上高が10億円以上100億円未満である必要があります。

〇補助事情の要件
①「100億宣言」を行っていること
② 投資額1億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費分）
③ 一定の賃上げ要件を満たす今後５年程度の事業計画の策定
　（賃上げ実施期間は補助事業終了後３年間）
　※賃上げ要件とは、補助事業の終了後3年間の「給与支給総額」 又は 「従業員及び役員の1人
当たり給与支給総額」の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃
金の年平均上昇率以上であることを指します。
　※「給与支給総額」又は「従業員及び役員の１人当たり給与支給総額」どちらで目標を立てる
かは申請時に選択いただきます。
　※持続的な賃上げを実現するため、補助金の申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場
合、未達成率に応じて補助金の返還を求めます（但し、天災など事業者の責めに帰さない理由が
ある場合を除く）。

日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる
中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循
環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地
域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。
特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサ
プライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものと
なります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指
して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取組を支援することを目的とします。

交付決定日から24か月以内 https://www.jgrants-
portal.go.jp/subsidy/a0W
J200000CDKBeMAP

〇問合せ先：中小企業成長加速化補
助金 事務局

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例
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補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金
・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金
・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金
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No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

New 7 ◎ ◎ ◎ 〇 なし

税制支援・
生産性向上

国内 中小企業等経営強化法に基づく
中小企業経営強化税制

・A類型
・B類型
・D類型

2025年4月1日～2027年3月31
日までの期間

法人税（※１）について、即時償却又は取得
価額の10％（※２）の税額控除が選択適用
できます。（中小企業経営強化税制）

※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は
７％

税制措置
即時償却又は取得価額の10％の税額控除（資本金
3,000万円超1億円以下の法人は7％）が選択適用

中小企業者等
・資本金又は出資金の額が１億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等

〇「経営力向上計画」に認定された事業者
　※税制の適用を受けるためには、各企業の事業年度内に認定を受ける必要があります。
〇要件
・生産性向上設備（A類型）：生産性(※1)が旧モデル比平均1%以上向上する設備
・収益力強化設備（B類型）：投資利益率(※2)が年平均7%以上の投資計画に係る設備
・経営資源集約化設備（D類型）：修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計
画に係る設備
　※1 単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率のいずれか
　※2 計算に使う期間は、投資設備中の最長の減価償却期間に合わせる
〇対象設備
・機械装置（160万円以上）
・工具（30万円以上）
　（A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る）
・器具備品（30万円以上）
・建物附属設備（60万円以上）
・ソフトウェア（70万円以上）
　（A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの）
〇詳細は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」を参照

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、計画実行のための
支援措置（税制措置、金融支援、法的支援）を受けることができます。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。

税制措置）
〇中小企業経営強化税制
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受
けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場
合、即時償却又は取得価額の10％（資本金3000万円超1億円以下の法人は7％）の税額控
除を選択適用することができます。
設備の種類）
・A類型：生産性向上設備
・B類型：収益力強化設備
・D類型：経営資源集約化設備
※C類型は廃止になりました。

「経営力向上計画」の実施期間満
了時まで

https://www.chusho.meti.
go.jp/keiei/kyoka/index.h
tml

〇令和7年度改正
○補助対象企業については事前に十
分ご確認ください。

New 8 ◎ ◎ ◎ 〇 なし

税制支援・
生産性向上

国内 中小企業等経営強化法に基づく
「先端設備等導入計画」認定による税
制支援

2025年4月1日～2027年3月31
日までの期間

固定資産税の課税標準を1/2または1/4に軽
減

固定資産税の特例措置
1.5%以上の賃上げ表明されたもの：3年間、課税
標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明されたもの：5年間、課税標
準を1/4に軽減
※2027年3月31日までに取得した設備

〇中小企業者
※市区町村が定める導入促進基本計画によって対象となる業種等が異なる場合があります。また、税制
支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

〇「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者。
〇対象設備（※1）
　雇用者給与等支給額を1.5％以上、又は3％以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明（賃上
げ表明）したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革
新等支援機関の確認を受けた投資利益率５％以上の投資計画に記載された①から④の設備
　【減価償却資産の種類ごとの要件（最低取得価格）】
　① 機械装置（160万円以上）
　② 測定工具及び検査工具（30万円以上）
　③ 器具備品（30万円以上）
　④ 建物附属設備（60万円以上）　※家屋と一体で課税されるものは対象外
　※1 市区町村によって異なる場合があります。
〇その他要件
　・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
　・中古資産でないこと

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投
資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を
受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することがで
きます。

税制支援）
中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5％以上とする賃上げ方針を従
業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「 先端設備等導
入計画 」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税
の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって
1/4に軽減されます。

https://www.chusho.meti.
go.jp/keiei/seisansei/ind
ex.html

〇令和7年度税制改正

New 9 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
生産性向上

国内 中小企業投資促進税制 2025年4月1日～～2027年3月
31日

対象設備の取得価格の特別償却30%、
又は税額控除7%

〇個人事業主および資本金3,000万円以下の中小
企業
特別償却 30% 又は 税額控除7%が選択適用
〇資本金3,000万円超の中小企業
特別償却 30%

〇中小企業者等（資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等）
〇従業員数1,000人以下の個人事業主

〇特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越
すことができます。
〇税額控除は、中小企業経営強化税制と合わせてその事業年度の法人税額又は所得税額の20％
までが上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越す
ことができます。
〇対象設備
・機械及び装置【1台160万円以上】
・測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】
・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
  ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは
除く
・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）
・内航船舶（取得価格の75％が対象）

中小企業投資促進税制は、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の機械装置等
の対象設備を取得や製作等した場合に、取得価額の30％の特別償却又は７％の税額控除
が選択適用（税額控除は資本金3,000万円以下の法人、個人事業主のみ）できるもので
す。

https://www.chusho.meti.
go.jp/zaimu/zeisei/tyuus
youkigyoutousisokusinzei
sei.html

〇令和5年度改正（期間延長）

New 10 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
生産性向上

国内 地域未来投資促進法に基づく税制支援
措置
「地域未来投資促進税制」

2025年4月1日～～2027年3月
31日

対象資産の特別償却：最大50％又は
税額控除：最大6％

〇機械装置・器具備品
特別償却35% 又は 税額控除4%
〇機械装置・器具備品（上乗せ要件を満たす場
合）
特別償却50% 又は 税額控除5% 又は6%（※中堅
企業枠）
〇建物・附属設備・構築物
特別償却20% 又は 税額控除2%

青色申告法人で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する承
認地域経済牽引事業者

〇STEP1:都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認
　地域経済牽引事業計画の承認を受けるためには、都道府県及び関係市町村が作成する基本計画
に適合する地域経済牽引事業計画を策定する必要があります。
　＜地域経済牽引事業の要件＞
　①地域の特性の活用、　②高い付加価値の創出、　③地域の事業者に対する経済的効果
〇STEP2:国（主務大臣）による課税特例の確認
＜課税特例の要件＞
①先進性を有すること
②労働生産性の伸び率が5％以上（中小企業者は4%）又は投資収益率が５％以上
③設備投資額が1億円以上
④設備投資額が前年度減価償却費の25%以上であること
⑤対象事業の売上高伸び率が、ゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸
び率より5%以上高いこと
⑥旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率が4%以上かつ投資収益率５％
＜上乗せ類型＞
⑦労働生産性の伸び率5%以上、かつ投資収益率5%以上であること
⑧＜上乗せ類型A①＞（2019年4月1日以降に承認を受けた事業が対象）
　直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上、かつ承認地域経済牽引事業で1億円以上の付加
価値額を創出すること
⑨＜上乗せ類型A②＞（2023年4月1日以降に承認を受けた事業が対象）
　直近2事業年度の平均付加価値額50億円以上かつ、３億円以上の付加価値額を創出すること
⑩＜上乗せ類型B＞（2024年9月2日以降に承認を受けた事業が対象）
　中堅企業であって、「パートナーシップ構築宣言」の登録を受けており、かつ、設備投資額
10億円以上であること
⑪＜上乗せ類型A③＞（2025年4月1日以降に承認を受けた事業が対象）
　地域経済の成長、発展に特に資する業務に該当する事業であって、設備投資額が10億円以上
かつ、承認地域経済牽引事業で1億円以上の付加価値額を創出すること

地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行
う場合に、法人税等の特別償却（最大50％）又は税額控除（最大6％）を受けることがで
きます。
本税制措置を受けるためには、
・都道府県による地域経済牽引事業計画の承認（STEP1）の上、
・国（主務大臣）による課税特例の確認（STEP2）に加えて、
・租税特別措置法等の規定に適合
する必要があります。

https://www.meti.go.jp/p
olicy/sme_chiiki/miraitou
shi/zeiseishien.html

New 11 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の省
エネ化

国内 令和6年度補正予算
省エネルギー投資促進・需要構造転換
支援事業費補助金
（1次公募）

(Ⅰ)工場・事業
場型
(Ⅱ)電化・脱炭
素燃転型
(Ⅳ)エネルギー
需要最適化型

2025年3月31日(月)～2025年4
月2日(月) 17時必着

(Ⅰ)工場・事業場型
　a) 先進枠
　　・単年度事業：15億円（20億円）
　　・複数年度事業：30億円（40億円）
　　・連携事業：30億円（40億円）
　b) 一般枠、中小企業投資促進枠
　　・単年度事業：15億円（20億円）
　　・複数年度事業：20億円（30億円）
　　・連携事業：30億円（40億円）
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：3億円（5億円）
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：1億円

※( )内は非化石転換の場合または電化する
事業の場合

(Ⅰ)工場・事業場型
　a) 先進枠
　　・中小企業者等：2/3以内
　　・大企業、その他：1/2以内
　b)一般枠
　　・中小企業者等：1/2以内
　　・大企業、その他：1/3以内
　c)中小企業投資促進枠
　　・中小企業者等：1/2以内
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：1/2以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
　・中小企業者等：1/2以内
　・大企業、その他：1/3以内

中小企業者等、大企業、その他（みなし大企業等） 〇事業要件
　(Ⅰ)工場・事業場型
　　　a) 先進枠：資源エネルギー庁に設置された「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員
会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会で審査・採択した「先進
設備・システム」へ更新等する事業
　　　b) 一般枠、中小企業投資促進枠：機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的や用途に合
わせて設計・製造する「オーダーメイド型設備」又はSIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効
率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備として登録及び公表した「指定設備」 へ更新等する事
業
　(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化
や脱炭素目的の燃料転換を伴う指定設備等へ更新等する事業
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：SIIに登録されたEMSを用いて、より効果的に省エネルギー化
及びエネルギー需要最適化を図る事業
〇省エネルギー効果の要件
　(Ⅰ)工場・事業場型
　　　a) 先進枠：①省エネ率＋非化石割合増加率：30%以上、②省エネ量＋非化石使用量：
1,000kl以上、③ エネルギー消費原単位改善率：15%以上
　　　b) 一般枠：①省エネ率＋非化石割合増加率：10%以上、②省エネ量＋非化石使用量：
700kl以上、③エネルギー消費原単位改善率：7％以上
　　　c) 中小企業投資促進枠：①省エネ率＋非化石割合増加率：7%以上、②省エネ量＋非化石
使用量：500kl以上、③エネルギー消費原単位改善率：5％以上
　(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型：電化・脱炭素目的の燃料転換を伴うこと。（ヒートポンプで対応で
きる低温域は電化のみ）
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：SIIが予め定めたシステム要件を満たし、補助対象設備として
登録及び公表したEMSを導入して、導入する範囲において設備又は工程単位のエネルギー消費
状況を把握・表示・分析し、運用改善を実施すること。EMSを活用した省エネの中長期計画を
作成、改善による成果の公表を行うこと。（原油換算量ベースで2%改善を目安とする）
〇詳細は公募要領でご確認ください。

地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、我が国は、以前より省エ
ネルギー設備投資やエネルギー管理の適正化等を推進し、世界の中でも高い省エネルギー
水準を達成しているところではあるが、2030年のエネルギーミックスの達成、また2050
年のカーボンニュートラル実現に向け、2021年10月に「第6次エネルギー基本計画」が
策定され、更なる野心的な目標が掲げられた。2030年までに6,200万kl程度のエネルギー
を削減するためには、産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込む
グリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。
本事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち、導入ポテンシャルの拡大等が見
込める「先進的な設備・システム」の導入、「機械設計が伴うオーダーメイド型設備」及
び「省エネ効果が高い高効率な指定設備」への更新やプロセス改修（(Ⅰ)工場・事業場
型）、
脱炭素に繋がる電化や燃料転換を伴う設備更新（(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型）、
計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入すること
により省エネルギー効果の要件を満たす事業（(Ⅳ)エネルギー需要最適化型）
に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推
進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図る
ことを目的とする。

交付決定日～2026年1月31日(土)

※複数年度事業は公募要領参照

https://sii.or.jp/koujou06r
/

〇問合せ先：一般社団法人）環境共
創イニシアチブ（SII）
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新規追加または情報更新
背景色凡例

New 12 ◎ なし

生産設備の省
エネ化

国内 令和6年度補正予算
省エネルギー投資促進支援事業費補助
金
（1次公募）

(Ⅲ)設備単位型
(Ⅳ)エネルギー
需要最適化型

2025年3月31日(月)～2025年4
月2日(月) 17時必着

(Ⅲ)設備単位型：1億円
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：1億円

(Ⅲ)設備単位型：　1/3以内
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
　・中小企業者等：1/2以内
　・大企業、その他：1/3以内

中小企業者等、大企業、その他（みなし大企業等） 〇事業要件
　(Ⅲ)設備単位型：省エネ効果が高い高効率な設備（(c)指定設備）の導入
　　　　SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助対象設備とし
て登録及び公表した指定設備（(c)指定設備）へ更新する事業
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：(d)EMS（エネルギーマネジメントシステム）機器の導入
　　　　SIIに登録された「EMS機器」を用いて、より効果的にエネルギー使用量削減及びエネ
ルギー需要最適化を図る事業
　　　　本補助金は(Ⅲ)設備単位型に、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する事
業が対象です。その場合、それぞれの申請要件、補助率が適用されます。
　　　　※(Ⅳ)エネルギー需要最適化型の単独申請の場合、「省エネルギー投資促進・需要構造
転換支援事業費補助金」の対象です。
〇省エネルギー効果の要件
　(Ⅲ)設備単位型：原油換算量ベールで、更新範囲内において以下のいずれかの要件を満たす事
業
　　　　　　　　　・省エネ率：10%以上
　　　　　　　　　・省エネ量：1kl以上
　　　　　　　　　・経費当たり省エネ量：1kl/千万円以上
　(Ⅳ)エネルギー需要最適化型：SIIが予め定めたシステム要件を満たし、補助対象設備として
登録及び公表したEMSを導入して、導入する範囲において設備又は工程単位のエネルギー消費
状況を把握・表示・分析し、運用改善を実施すること。EMSを活用した省エネの中長期計画を
作成、改善による成果の公表を行うこと。（原油換算量ベースで2%改善を目安とする）
〇詳細は公募要領でご確認ください。

地球環境問題への対応の必要性が急速に高まっている状況の下、我が国は、以前より省エ
ネルギー設備投資やエネルギー管理の適正化等を推進し、世界の中でも高い省エネルギー
水準を達成しているところではあるが、2030年のエネルギーミックスの達成、また2050
年のカーボンニュートラル実現に向け、2021年10月に「第6次エネルギー基本計画」が
策定され、更なる野心的な目標が掲げられた。2030年までに6,200万kl程度のエネルギー
を削減するためには、産業・業務部門において更なる省エネ設備投資を積極的に呼び込む
グリーンリカバリー投資を推進していくことが重要である。
本事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち省エネルギー性能の高いユーティ
リティ設備・生産設備等への更新（(Ⅲ)設備単位型）、
計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入すること
により省エネルギー効果の要件を満たす事業（(Ⅳ)エネルギー需要最適化型）
に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推
進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図る
ことを目的とする。

交付決定日～2026年1月31日(土)

※複数年度事業は公募要領参照

https://sii.or.jp/setsubi06
r/

〇問合せ先：一般社団法人）環境共
創イニシアチブ（SII）
〇各機械メーカが自社の工作機械を
本補助金の補助対象設備にするため
には、「(Ⅲ)設備単位型」として事前
に申請して登録しておく必要があり
ます。未登録の場合は早急に手続き
を行ってください。

13 ◎ なし

生産設備の省
エネ化

国内 令和6年度補正
省エネルギー投資促進支援事業

機械メーカ向け情報）
【「(III)設備単位型」の補助対象設
備の製品型番登録の告知】
https://sii.or.jp/setsubi06r/mat
erial.html

(III)設備単位型 2025年3月3日(月)～

※登録は上記の開始日以降、随
時受け付け、登録審査を行いま
す。
※登録申請からSIIホームペー
ジに公表されるまでに、1か月
以上かかる可能性があります。
その点を念頭において申請して
ください。
※内容に不備がない製品型番
は、受理されたのち約３週間程
度で登録・公表予定です。

製品型番登録を行うことができる製造事業者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
①国内において事業活動を営んでいる法人であること（法人登記している事業者に限る）。
②製品の製造、輸入等を行い、自社の責任で性能の証明及び出荷・販売を行える事業者であること（製
造物責任法（PL法）に規定する製造業者等）。
③経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。

〇本事業の「(III) 設備単位型」の補助対象設備になるためには、製造メーカによる製品型番登
録が必要です。

＜生産設備＞の対象
・工作機械：旋盤（ターニングセンタ含む）、マシニングセンタ、レーザ加工機、フライス盤、
研削盤、歯車加工機、放電加工機
・プラスチック加工機械
・プレス機械
・印刷機械
・ダイカストマシン

「令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金」では、業種横断的に導入
される「ユーティリティ設備」、及び「生産設備」 （以下、「指定設備」という）につ
いて、市場の中でも省エネ性能の高い設備に対して補助を行い、エネルギー消費効率等の
さらなる水準の向上を図ります。

令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金には、以下の２つの事業区分
があります。
（III）設備単位型：特定のユーティリティ設備、生産設備の更新支援
（IV）エネルギー需要最適化型：エネマネ事業者のエネルギー管理支援サービスによる支
援

このうち（III）設備単位型は、補助対象設備として登録された指定設備への更新を行う
事業を対象に、設備費を補助対象経費としてその1/3を補助します。

https://sii.or.jp/setsubi06
r/material.html

〇問合せ先：
　一般社団法人環境共創イニシアチ
ブ 事業第1部 製品型番登録担当
〇「(III) 設備単位型」の補助対象設
備の製品型番登録の告知です。

14 ◎ ◎ ◎ なし

事業拡大・
生産性の向上

国内 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力
化等の大規模成長投資補助金
（3次公募）

2025年3月10日(月)～2025年4
月28日(月)17：00

50億円 1/3以内 ・中堅・中小企業（常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等）
・一定の要件を満たす場合、中堅・中小企業を中心とした共同申請（コンソーシアム形式：最大10社）
も対象
※みなし大企業は対象外

〇投資額 10 億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費分）
〇賃上げ要件：補助事業 の終了後3年間の対象事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額の年
平均上昇率が、全国の過去3年間の最低賃金の年平均上昇率（4.5%）以上
〇同一の公募において、同一の事業者は１件のみ

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、人手不足等の喫緊の課題に対応し、成長していく
ことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現す
ることを目的としています。

交付決定日から最長で2027年12
月末まで

https://seichotoushi-
hojo.jp/

〇問合せ先：中堅・中小成長投資補
助金サポートセンター

15 ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

国内 中小企業省力化投資補助金
（カタログ注文型）

カタログ注文型 2024年6月25日(火)～ 2026年
9月30日(水) 随時受付
（応募・交付申請）

※カタログへの登録は公募受付
期間終了の半年前程度まで随時
行われる。

従業員数5名以下：200万円（300万円）
従業員数6～20名：500万円（750万円）
従業員数21名以上：1,000万円（1,500万
円）

※補助上限額は従業員数ごとに異なります。
※賃上げ要件を達成した場合、（）内の値に
補助上限額を引き上げ

1/2以内 人手不足の状態にある中小企業等 〇基本要件
本事業では、カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と共同で取り組む事業で
あって、以下の目標及び公募要領の「4-1」に記載する要件を満たす事業計画に基づいて行われ
るものを補助対象とします。
また、交付決定を受けた場合においても、全額を受け取ることができるとは限らないことに留意
ください。
なお、交付決定を受けてから実績報告を行うまでを補助事業期間、交付決定を受けてから補助事
業が終了してから3回目の効果報告を提出するまでを事業計画期間とします。
〇労働生産性の向上目標
補助事業終了後３年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率（CAGR）3.0％以
上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組む必要があります。
〇賃上げの目標
下記2点を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額
を括弧内の額に引き上げます。（※補助上限額は、交付申請時点での従業員数によって異なりま
す）
　1)事業場内最低賃金を45円以上増加させる
　2)給与支給総額を 6%以上増加させる
※申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要
〇詳細は公募要領を参照ください。

中小企業省力化投資補助事業は、令和5年度からの3年間を変革期間とすることを踏ま
え、 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等
が IoT ・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の
経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産
性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。その際、IoT・ロボット等
の人手不足解消に効果がある汎用製品で補助の対象となるものをあらかじめ登録・掲載
し、中小企業等が選択して導入できるようにすることで、簡易で即効性がある省力化投資
を促進する。

補助対象）
本補助金の各製品カテゴリ（※1）の省力化製品（※2）の製品カタログに掲載された製
品（詳細は本補助金のHPを参照）

※1　製品カテゴリ
「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品であり、そ
の動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称するための分類を指す。
工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企業庁に対し
て、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と協議して、製品カテゴ
リの認定を行う。

※2　省力化製品
「省力化製品」とは、省力化製品製造事業者が製造し、省力化製品販売事業者が販売し、
カタログに登録された 汎用製品を指す。
製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会等 及び事務局
において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタログに登録され、中小企業
等が交付申請に当たって選択できるようになる。

交付決定日から12か月以内 https://shoryokuka.smrj.g
o.jp/

〇問合せ先：中小企業省力化投資補
助事業 コールセンター

16 ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

国内 中小企業省力化投資補助金
（カタログ注文型）

【製造メーカ向け情報】
審査担当工業会：
（一社）日本工作機械工業会

対象の「製品カテゴリ」
・5軸制御マシニングセンタ
・複合加工機

カタログ注文型 2024年11月5日(火)～ 随時受
付

※カタログへの登録は公募受付
期間終了の半年前程度まで随時
行われる。

1/2以内 ①登録申請時点において、日本国内で法人登記され、国内で事業を営む法人であること。 〇製品登録要件
(1)概要事項
①定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品
カテゴリに属することが分かること。
②保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される
中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、当該業務領域において、生産工
程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率
化や生産性向上に寄与すること。
③申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。複数の製品や周辺機器等の構
成要素を組み合わせて稼働する製品の場合は、省力化効果を発揮するための最低限の構成要素の
みがパッケージとして含まれていること。当該製品の周辺機器等の構成要素について、それが製
品本体と一体不可分であるものや、存在することでさらなる省力化効果を発揮するものについて
は登録可能であり、その場合は必要最低限の製品及び周辺機器等のみを1 つのパッケージとして
登録すること。ただし、省力化効果に影響を及ぼさないものや、製品本体の稼働に必ずしも必要
としない製品や部品等の構成要素がパッケージ内に含まれている場合は対象外となる。
④単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化
効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること
⑤汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。
⑥販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件が課されていないこと。⑧税法上の機
械設備又は器具備品であること。
⑦販売が開始されており、製造・販売された実績を3社以上有していること。
⑧税法上の機械設備又は器具備品であること。

※詳細は省力化製品・製造事業者登録申請の手引きや登録要綱などを参照ください。

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対し
て、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の
経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等
の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。

補助対象事業）
事務局に事前に登録された人手不足解消に効果がある汎用製品等（以下、「省力化製品」
という。）を人手不足に悩む中小企業等が、事務局に登録された販売事業者より導入する
事業

https://shoryokuka.smrj.g
o.jp/manufacturer/

〇問合せ先：カタログ登録サポート
センター
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・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金
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No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

17 ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

国内 中小企業省力化投資補助金
（カタログ注文型）

【製造メーカ向け情報】
審査担当工業会：
（一社）日本鋳造協会

対象の「製品カテゴリ」
・鋳物用自動バリ取り装置
・鋳造用自動注湯機

カタログ注文型 2024年11月5日(火)～ 随時受
付

※カタログへの登録は公募受付
期間終了の半年前程度まで随時
行われる。

①登録申請時点において、日本国内で法人登記され、国内で事業を営む法人であること。 〇製品登録要件
(1)概要事項
①定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品
カテゴリに属することが分かること。
②保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される
中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、当該業務領域において、生産工
程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率
化や生産性向上に寄与すること。
③申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。複数の製品や周辺機器等の構
成要素を組み合わせて稼働する製品の場合は、省力化効果を発揮するための最低限の構成要素の
みがパッケージとして含まれていること。当該製品の周辺機器等の構成要素について、それが製
品本体と一体不可分であるものや、存在することでさらなる省力化効果を発揮するものについて
は登録可能であり、その場合は必要最低限の製品及び周辺機器等のみを1 つのパッケージとして
登録すること。ただし、省力化効果に影響を及ぼさないものや、製品本体の稼働に必ずしも必要
としない製品や部品等の構成要素がパッケージ内に含まれている場合は対象外となる。
④単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化
効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること
⑤汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。
⑥販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件が課されていないこと。⑧税法上の機
械設備又は器具備品であること。
⑦販売が開始されており、製造・販売された実績を3社以上有していること。
⑧税法上の機械設備又は器具備品であること。

※詳細は省力化製品・製造事業者登録申請の手引きや登録要綱などを参照ください。

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対し
て、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の
経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等
の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。

補助対象事業）
事務局に事前に登録された人手不足解消に効果がある汎用製品等（以下、「省力化製品」
という。）を人手不足に悩む中小企業等が、事務局に登録された販売事業者より導入する
事業

https://shoryokuka.smrj.g
o.jp/manufacturer/

〇問合せ先：カタログ登録サポート
センター

18 ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

国内 中小企業省力化投資補助金
（カタログ注文型）

【製造メーカ向け情報】
審査担当工業会：
（一社）日本鍛圧機械工業会

対象の「製品カテゴリ」
・プレス用多関節ロボット
・鍛圧・板金加工用バリ取り装置
・パイプベンダー用投入・排出ロボッ
ト

カタログ注文型 2024年11月5日(火)～ 随時受
付

※カタログへの登録は公募受付
期間終了の半年前程度まで随時
行われる。

①登録申請時点において、日本国内で法人登記され、国内で事業を営む法人であること。 〇製品登録要件
(1)概要事項
①定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品
カテゴリに属することが分かること。
②保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される
中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、当該業務領域において、生産工
程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率
化や生産性向上に寄与すること。
③申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。複数の製品や周辺機器等の構
成要素を組み合わせて稼働する製品の場合は、省力化効果を発揮するための最低限の構成要素の
みがパッケージとして含まれていること。当該製品の周辺機器等の構成要素について、それが製
品本体と一体不可分であるものや、存在することでさらなる省力化効果を発揮するものについて
は登録可能であり、その場合は必要最低限の製品及び周辺機器等のみを1 つのパッケージとして
登録すること。ただし、省力化効果に影響を及ぼさないものや、製品本体の稼働に必ずしも必要
としない製品や部品等の構成要素がパッケージ内に含まれている場合は対象外となる。
④単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化
効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること
⑤汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。
⑥販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件が課されていないこと。⑧税法上の機
械設備又は器具備品であること。
⑦販売が開始されており、製造・販売された実績を3社以上有していること。
⑧税法上の機械設備又は器具備品であること。

※詳細は省力化製品・製造事業者登録申請の手引きや登録要綱などを参照ください。

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対し
て、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の
経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等
の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。

補助対象事業）
事務局に事前に登録された人手不足解消に効果がある汎用製品等（以下、「省力化製品」
という。）を人手不足に悩む中小企業等が、事務局に登録された販売事業者より導入する
事業

https://shoryokuka.smrj.g
o.jp/manufacturer/

〇問合せ先：カタログ登録サポート
センター

New 19 ◎ なし

物流拠点の効
率化

国内 令和6年度補正予算
持続可能な物流効率化実証事業費補助
金
（物流効率化に資する連携実証事業）

2025年3月26日(水)～2025年5
月1日(木) 17時

3億円 1/2以内 複数企業によって構成された連携体（コンソーシアム）

※連携体の構成
連携体は、荷主を1社以上含む、合計3社以上から構成される連携体である必要があります。
なお、物流事業者（運送事業者、３PL、貨物利用運送事業者、倉庫業者）や物流不動産事業者のみの連
携体の申請は認めません。

〇以下の2つの要件を満たす物流効率化計画の策定・提出
　ア. 利用する物流事業者側の業務効率化
　　 下記のうち(1)若しくは(2)は必須とし、(3)の取組を含めることが可能
　　　(1)荷待ち・荷役等時間の削減
　　　(2)積載率の向上
　　　(3)その他
　　　輸送ルートの見直し、共同輸配送の実施等、ガイドラインに記載されている取組事項を踏
まえて、定量的な目標を設定すること
　イ. 物流施設側における業務効率化
　　 従業員の補助事業に関わる総労働時間について、設備投資により、機器・システム等の導
入前と比較して、3%以上削減すること
〇機器導入例:入出荷関連、保管関連、運搬関連、仕分け関連
　・入出荷関連：トラックローダー、フォークリフト、パレタイザー/デパレタイザー
　・保管関連：パレット等の物流資材、洗浄等付属設備、自動倉庫、保管ラック
　・運搬関連：コンベア、垂直搬送機、AMR、AGV
　・仕分け関連：自動仕分け機、無人仕分け機、ピッキングシステム・ロボット
〇詳細は公募要領を必ずご確認ください。

我が国の国民生活・経済を支える社会インフラである物流には、構造的な需給ひっ迫によ
る輸送力不足の危機が迫っています。社会インフラである物流を維持するため、2024年4
月には改正物流法が成立しました。改正物流法による改正後の「物資の流通の効率化に関
する法律（新物効法）」が本年４月から施行され、全ての荷主や物流事業者に対して、物
流効率化に向けた努力義務が課されることとなっています。
本補助事業は、荷主を含む複数企業が連携した物流効率化に資する取組に対し、物流施設
の自動化・機械化に資する機器・システムの導入、プラットフォームの構築等に係る実証
費用を補助することを通じて、改正物流法の取組の実効性を高めることを目的としていま
す。

事業概要）
企業規模を問わず、荷主を含む複数企業が連携した物流効率化に資する取組に対し、物流
施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入、プラットフォームの構築等に係る
実証費用を補助します。

交付決定日～2026年2月13日まで https://logiefficiency-
meti.jp/r6h/

〇問合せ先：持続可能な物流を支え
る物流効率化実証事業事務局

20 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新分野展開・
事業転換・
業種転換

北海道 2025年
中小・小規模企業デジタル技術導入等
緊急支援事業費補助金
（デジタル技術補助金）

2025年3月19日(水)～2025年5
月19日(月)

通常枠：200万円
賃上げ枠：300万円

通常枠：1/2以内
賃上げ枠：3/4以内

道内の中小・小規模企業者等 〇賃上げ枠
　①賃上げ枠（実施予定）：申請日から補助事業完了日までの間に、常時使用する従業員の平均
賃金を2024 （令和6）年12月時点と比較して3.5％以上引き上げる旨の誓約書を提出。
　②賃上げ枠（実施済み）：2025年1月から申請日までの間に、常時使用する従業員の平均賃金
を2024（令和6）年12月時点と比較して3.5％以上引上げ済み。

中小・小規模企業デジタル技術導入等緊急支援事業費補助金は、エネルギー価格高止まり
等の影響を受ける道内中小・小規模企業等の生産性向上等を図るためデジタル技術導入に
要した経費の一部を補助することにより経営改善の取組を促進することを目的とする。

補助対象事業）
生産性向上等を図るためのデジタル技術導入による経営改善の取組

交付決定日～最長2026年1月9日
まで

https://digital-
support2025-hokkaido.jp/

〇問合せ先：デジタル技術導入補助
金2025事務局

New 21 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

岩手県 令和7年度
中小企業者等賃上げ環境整備支援事業
費補助金

2025年4月14日(月)～2025年5
月28日(水) 17時

200万円 2/3 県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者又は小規模事業者 〇応募申請時点で経営革新計画の承認又は経営革新計画の変更の承認を受けていること。
　ただし、同計画事業期間の3～5年の間に、給与支給総額を年率平均2.0％以上増加させる見込
みである旨の記載があること。
〇「パートナーシップ構築宣言」を行い、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに登録
されていること。
〇国（独立行政法人を含む。）、県又はその他の地方公共団体等、他の補助金、助成金等を活用
する経費でない事業

経営革新計画に基づいて生産性の向上を図り、適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げのための
環境整備に取り組む県内の中小企業・小規模事業者の新たな設備投資、人材育成及び販路
開拓に要する経費に対し、補助金を交付します。
経済的環境の変化に対応した経営革新の取組が広がることを通じて、より多くの中小企
業・小規模事業者が、地域経済を牽引する企業に成長していくことを支援するものです。

対象事業）
経営革新計画に記載している「新事業活動」に該当する事業

交付決定日から2026年2月27日ま
で

https://www.pref.iwate.jp
/kensei/nyuusatsu/10108
07/1066780.html

〇問合せ先：
岩手県商工労働観光部経営支援課中
小企業振興担当

New 22 ◎ なし

生産設備の省
エネ化

秋田県 令和7年度
ものづくり革新総合支援事業
（省エネ生産設備更新型）

2025年4月7日(月)～2025年5
月16日(金)

1.000万円 2/3以内 〇県内に主たる事業拠点を有する中小企業者（製造業）
　※みなし大企業ではないこと。

〇省エネルギー化を目的とした場合
　原則として更新が対象となります。
　デマンドコントローラー等の新たに付属させることにより既存設備の省エネルギー化につなが
る場合は新規導入も支援対象となります。
〇省力化を目的とした場合
　この場合に限り、更新に加えて新増設も支援対象となります。
　ただし、新増設の場合は、国の予算で実施している下記の事業で対象となる設備に限ります。
　・令和5年度補正「省エネルギー投資促進支援事業」（III）指定設備導入事業
　・令和6年度補正「省エネルギー投資促進支援事業」（Ⅲ）設備単位型
〇 県内に所在する事業拠点における取組であること。
〇 生産工程における省エネルギー化又は省力化を図る取組であること。
〇同一の取組において、国又は秋田県が実施する他の補助金等で交付決定 を受けているものは
対象外。
　※ 国又は秋田県が実施する他の補助金との併用はできません。
　※ ただし、市町村の補助事業において本事業との併用を認めている場合は、併用は可能で
す。

本事業は、新規性・革新性の高い取組や積極的な生産性の改善、新分野進出等の取組によ
り、競争力の強化を図ろうとする意欲的な事業者を支援し、付加価値の更なる向上や創出
を促すことを目的としています。
省エネ生産設備更新型においては、電力等価格高騰により経営環境に大きな影響を受けて
いる事業者のエネルギー効率を高めるための取組 及び生産工程の省力化を図る取組を支
援し、中長期的な生産性の向上と経営基盤の強化を促進することを目的としています。

対象経費）
生産工程における省エネルギー化又は省力化のために行う生産設備の購入費、工事費（撤
去費、処分費も含む）

交付決定後～2026年2月28日まで https://www.pref.akita.lg.
jp/pages/archive/74198

〇問合せ先： 秋田県産業労働部 地域
産業振興課 地域産業活性化チーム

New 23 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

横手市/秋田
県

横手市中小企業活性化支援事業（中小
企業設備導入支援補助金）

2025年4月1日(火)～随時 200万円 1/2以内 市内に本社を有している中小企業者 〇令和7年4月1日以降に、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を横手市か
ら受けていること
〇国、県等の補助事業に該当しないこと
〇申請年度内に納品、設置及び支払を完了すること。
〇留意事項：本補助金により取得した設備を、当該年度以降の横手市企業振興条例に係る投下固
定資本へ計上することは不可とします。

市内事業者の生産性向上を後押しすべく、生産性向上を目的とする設備投資に係る経費の
一部を助成します。

対象経費）
認定済の先端設備等導入計画に記載し、かつ、生産や販売活動等の用に直接供するために
市内事業所に設置する下記の設備。
※リース、中古品は対象外

【減価償却資産の種類（最低取得価格）】
A.機械装置（160万円以上）
B.測定工具及び検査工具（30万円以上）
C.器具備品（30万円以上）
D.建物附属設備（60万円以上）
E.上記A～Dに付随するソフトウェア（10万円以上）

https://www.city.yokote.l
g.jp/syoukougyo/1004371
/1004474.html

〇問合せ先：横手市役所商工労働課
〇事前に先端設備等導入計画の認定
が必要
〇本補助金および先端設備等導入計
画の認定申請について事前相談を
行ってください。

- 4 / 12 -
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New 24 〇 なし

生産設備の省
エネ化

男鹿市/秋田
県

中小企業省エネ対策等支援事業 2025年2月28日(金)～2025年
11月28日(金)

製造業：200万円
非製造業：100万円

2/3以内 市内に事務所・事業所を有する中小企業者 〇他の補助金と重複申請はできません。ただし、他の補助金において、本補助金との併用が認め
られている場合はこの限りではありません。

エネルギー消費の抑制によるコスト削減や、今後の成長を目指して新たな事業に取り組む
企業を応援します。

対象設備）
①更新設備
省エネ又は高効率効果が、既存設備と比較し5％以上見込まれると、第三者（原則とし
て、設備メーカー又は納入業者）により証明された設備
②新規導入設備
自社の強みを生かした新商品の開発、生産及び販売、サービス提供プロセスの改善、新分
野進出及び業態転換等の新たな取組に必要な設備（付加価値額が年率平均3％以上増加す
る3年以上の事業計画を有する場合）

交付決定後～2026年1月30日まで https://www.city.oga.akit
a.jp/living_information/sh
igoto_sangyo/shokogyo/7
347.html

〇問合せ先：男鹿市役所男鹿まるご
と売込課

25 〇 〇 〇 なし

生産性向上 山形県 山形県中小企業まるっとサポート補助
金
（稼ぐ力向上支援事業・収益力向上
枠）
第１次募集

2025年4月1日(火)～2025年5
月30日(金) 17時

300万円 1/2以内 県内に事業所を有する中小企業･小規模事業者等 〇「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイト上で公表していること。
〇次のいずれかの計画を策定している。
　①山形県知事が承認した経営革新計画（実施期間中のものに限る）
　②主務大臣の認定を受けた経営力向上計画（実施期間中のものに限る）
　③市町村長の認定を受けた先端設備等導入計画（実施期間中のものに限る）
　④上記計画に準じるものとして知事が認める計画（実施期間中のものに限る）
〇山形県内の事業所において実施する取組であること。
〇認定支援機関の確認を受けた取組であること。

県内中小企業・小規模事業者等の「稼ぐ力」の向上による持続的な経営力の強化を図るた
め、中小企業・小規模事業者等が行う、国等の認定を受けた各種計画に基づく設備投資等
の取組のうち、山形県知事が認定したものに対し補助金を交付します。

対象事業）
中小企業・小規模事業者等が実施する国等の認定を受けた各種計画に基づく設備投資で
あって、収益力の向上に資する取組

交付決定日～2026年1月30日まで https://www.pref.yamaga
ta.jp/110013/sangyo/sho
kogyo/shinko/marusapo.
html

〇問合せ先：
山形県産業労働部商業振興・経営支
援課企業振興担当

26 〇 〇 なし

生産性向上 山形県 山形県中小企業まるっとサポート補助
金
（稼ぐ力向上支援事業・DX推進枠）
第１次募集

2025年4月1日(火)～2025年5
月30日(金) 17時

100万円 1/2以内 県内に事業所を有する中小企業･小規模事業者等 〇「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイト上で公表していること。
〇山形県が実施する「DXコミュニケート展開支援事業」においてDXコミュニケータの診断を受
けている。
〇山形県内の事業所において実施する取組であること。
〇認定支援機関の確認を受けた取組であること。

県内中小企業・小規模事業者等の「稼ぐ力」の向上による持続的な経営力の強化を図るた
め、中小企業・小規模事業者等が行う、DX の推進やデジタル技術の活用による生産性向
上や業務改善等に資する設備投資等の取組のうち、山形県知事が認定したものに対し補助
金を交付します。

対象事業）
中小企業・小規模事業者等が実施するDX の推進やデジタル技術の活用による生産性向上
や業務改善等に資する設備投資

交付決定日～2026年1月30日まで https://www.pref.yamaga
ta.jp/110013/sangyo/sho
kogyo/shinko/marusapo.
html

〇問合せ先：
山形県産業労働部商業振興・経営支
援課企業振興担当

New 27 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

上山市/山形
県

令和7年度
上山市中小企業設備投資促進補助金

2025年4月15日(火)～2025年
11月28日(金)

※事前相談受付開始：2025年4
月15日(火)

新事業参入枠：300万円
一般枠：100万円

（AIやIoTを搭載した設備を導入する場合：
200万円）

新事業展開枠：1/2以内
一般枠：1/3以内

市内に本社または事業所がある中小企業 〇対象事業
次の(1)～(4)に該当する設備投資（リース、割賦払は対象外）
(1)建物、建物付属設備、器具及び備品（生物は除く）、機械及び装置、ITツールにかかるもの
(2)設備投資総額が100 万円 （税抜）以上のもの
(3)国、県及びその他の補助金を活用していないもの
(4)交付決定日から令和7年12月31日までの間に契約・発注を行い、令和8年2月28日までに費用
の支払いが完了するもの

市内企業が、新規事業参入や生産性の向上等のために行う設備投資を補助する制度です。

区分）
・新事業参入枠：
　新たな業種へ参入することを目的とした設備投資新
・一般枠：
　生産性の向上又は既存事業の拡大等を目的として、上記の「新事業参入枠」に該当しな
い設備投資

https://www.city.kaminoy
ama.yamagata.jp/soshiki
/9/tyuusyokigyousetubito
usi.html

〇問合せ先：上山市市役所 商工課
〇事前相談があったもののみ、交付
申請を受け付けますので、申請を行
う前に必ず市商工課へ相談を行って
ください。

28 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の復
旧・整備

福島県 福島県原子力被災事業者事業再開等支
援補助金
（第14次公募）

2025年3月24日(月)～2024年
10月14日(火)

1,000万円または4,000万円（※1）

※1：市町村が策定する復興計画に沿ったも
のとして、別途定める要件を満たすことを市
町村が確認した申請については、3,000万円
以内、又は4,000万円以内

12市町村内において事業再開等を行う場合：3/4
以内
12市町村外において事業再開等を行う場合：1/3
以内

〇平成23年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故で被災した12市町村（田村市、南相馬
市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村）で事業
を行っていた中小事業者及び社会福祉法人
〇12市町村外で 事業再開等を行う場合は、原子力災害後、休業していた者、又は休業していたとみな
せる者のみ補助対象。

〇12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う場合
〇原子力災害後、休業していた者又は休業していたとみなせる者のうち、帰還困難区域又は 特
定帰還居住区域（※）に所在していた事業者が12市町村外において事業再開等を行う場合
　※ここでいう 特定帰還居住区域 とは、福島復興再生特別措置法（平成24年法律第25号 ）に
より認定された同区域（避難指示が解除された区域を含む）をいいます。

原子力被災事業者が、事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う場合におい
て、その事業に要する経費の一部を補助することにより、原子力被災事業者の事業・生業
の再建に向けた取組を促進することを目的とします。

交付決定後～2026年3月31日まで https://www.pref.fukushi
ma.lg.jp/sec/32011b/jigy
ousaikai14-koubo.html

〇問合せ先：福島県経営金融課（事
業再開担当）

29 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
工場・研究所
の新増設

福島県 福島復興再生特別措置法による課税の
特例（税制優遇）
【事業再開、企業立地促進に係る税の
優遇措置】（企業立地促進税制）

事業実施場所の避難指示解除後
から７年以内

①機械・装置、建物等を取得した時の特別償却又
は税額控除
・特別控除（機械・装置等：即時償却、建物等：
25%）
・税制控除（機械・装置等：15%、建物等：
8%）
②避難対象雇用者等に対する給与等支給額の20%
を税額控除
③将来の事業再開に向けて準備する事業者の最大3
年間の課税繰り延べ

① 平成23年3月11日時点で、避難指示の対象となった区域内に事業所が所在し、避難解除後７年を経過
しない区域※または認定特定復興再生拠点区域で事業再開する法人・個人事業者 【知事の確認が必要で
す】
② ①以外で、避難解除後７年を経過しない区域（※1）または認定特定復興再生拠点区域内において新
規に事業を計画する法人・個人事業者
【知事の認定が必要です】（※2）

※1 該当する市町村：南相馬市、川俣町、楢葉町、川内村、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾
村、飯舘村
※2「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」の認定

〇申請対象地域
企業立地促進区域（避難解除区域、認定特定復興再生拠点区域）

被災地事業者の事業再開及び新規事業者の立地を支援するため、避難解除区域等におい
て、避難解除等区域復興再生事業を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じる。

避難解除等区域復興再生事業）
雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に資する事
業

https://www.pref.fukushi
ma.lg.jp/sec/11015a/toku
soho1062.html

〇問合せ先：福島県 企画調整部企画
調整課
〇詳しくは上記へお問合せくださ
い。

30 ◎ ◎ ◎ なし

税制支援・
工場・研究所
の新増設

福島県 福島復興再生特別措置法による課税の
特例（税制優遇）
【福島イノベーション・コースト構想
の推進に係る税の優遇措置】（イノベ
税制）

2021年4月～2026年3月31日 ①機械・装置、建物等を取得した時の特別償却又
は税額控除
・特別控除（機械・装置等：即時償却、建物等：
25%）
・税制控除（機械・装置等：15%、建物等：
8%）
②避難対象雇用者等又は特定雇用者に対する給与
等支給額の15%を税額控除
③開発研究用資産の特別償却及び税額控除

〇新産業創出等推進事業促進区域（※1）内において、新産業創出等推進事業を行う個人事業者又は法
人 【知事の認定が必要です】（※2）

※1 福島国際研究産業都市区域（いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富
岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村の15市町村）の一部区域
※2 「新産業創出等推進事業実施計画」の認定

〇申請対象地域
新産業創出等推進事業促進区域（福島国際研究産業都市区域（15市町村）内の区域であって、
新産業創出等推進事業の実施が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認めら
れる区域）

福島イノベーション・コースト構想の推進に係る重点分野の取組を支援するため、新産業
創出等推進事業を行う事業者に対して、課税の特例措置を講じます。

新産業創出等推進事業）
新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究
産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁
で定められた事業

https://www.pref.fukushi
ma.lg.jp/sec/11015a/toku
soho1062.html

〇問合せ先：福島県 企画調整部 福島
イノベーション・コースト構想推進
課
〇詳しくは上記へお問合せくださ
い。

31 〇 なし

生産設備の省
エネ化

福島県 福島県中小企業等エネルギーコスト削
減支援補助金（エネルギーコスト削減
補助金）

2025年3月24日(月)～2025年5
月23日(金)17時00分

※期間内であっても、応募申請
額が予算額に達した時点で申請
を締め切ります。

300万円 2/3以内 県内に本社又は工場等を有する中小企業等 〇補助要件
・更新機器・既存機器のエネルギー消費量を比較し、製品カタログ等の数値により減少している
こと。
　製品カタログ等の数値を示すことが困難な場合は、購入先、販売会社、メーカー等よりエネル
ギー消費量が減少する証明を受けること。
・令和5年11月以降の連続する任意の3か月間の光熱費・燃料代の支払額が、令和3年11月から
令和5年10月までの間のいずれかの同時期の3か月と比較し、上回っていること。

県内中小企業者はエネルギー価格の高騰が続いていることで多大な影響を受け、厳しい経
営環境に直面しています。省エネルギー効果の高い設備・機械等への更新を支援すること
で、エネルギー価格高騰に耐え得る足腰の強い中小企業等への変革を促進し、地域経済の
持続的成長の実現を図ります。また、省エネによるCO２排出量の削減により、「福島県
2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、CO２排出量の約75％を占める事業活動に
おける環境負荷の低減に寄与していきます。

対象設備）
更新等にあたり現在使用している設備、機械等と比較して電気消費量またはエネルギー消
費量の減少が確認できる次に掲げる設備・機械が対象。
・高効率照明（既存照明からLED等への更新に限る）
・空調設備（既存設備の更新に限る）
・電気冷蔵庫、電気冷凍庫（既存設備の更新に限る）
・機械設備等（既存設備の更新に限る）　※工作機械、プレス機械、加工等の生産設備が
対象
・特殊車両等（既存設備の更新に限る）

交付決定日～2025年11月28日
(金)

https://fukushima-
energycost.jp/

〇問合せ先：
福島県中小企業団体中央会 エネル
ギーコスト削減補助金事務局
（福島県中小企業団体中央会 経営支
援課）

New 32 〇 〇 なし

新商品開発・
新分野展開・
生産設備の導
入

福島県 令和7年度
医療機器開発事業費補助金

2025年4月1日(火)～2025年4
月25日(金)17時00分

500万円 2/3または3/4（※）

※スタートアップ企業（設立から15年以内の法
人）または医療機器開発を行う大学等と連携する
場合

県内の中小企業者 〇福島県内に研究開発拠点又は生産拠点等を有するものづくり企業であること。 県では、東日本大震災からの復興を促進することを目的として、医療関連産業分野におい
て県内企業等が実施する医療福祉機器の開発や技術の高度化を図る取り組みを支援してま
いりました。
本事業では、この取り組みをさらに地域経済の振興につなげるため、新たな医療機器開
発・事業化を行う県内中小企業者に対し、補助金を交付します。

対象事業）
県内中小企業者が、新たな医療機器開発・事業化

交付決定日～2026年2月27日まで https://www.pref.fukushi
ma.lg.jp/sec/32021c/new
businesssupport-
iryoukikikaihatsuhojyokin.
html

〇問合せ先：
福島県商工労働部医療関連産業集積
推進室

New 33 〇 〇 なし

生産性向上 墨田区/東京
都

令和7年度
墨田区生産性向上等支援補助金

2025年4月1日(火)～2025年12
月26日(金)

400万円 2/3 墨田区内に１年以上主たる事業所を有する中小事業者 〇すみだビジネスサポートセンターへの事前相談は必須です。（事前予約制）
〇対象経費
　工作機械、測定機器等の機械及び装置の導入経費（1台分 中古・リース可）
　※１年以上常時使用している区内事業所等に設置する機械等が補助金の対象。
〇対象経費について国・都・区等が実施する他の制度（補助金）の支援を受けていないこと。

区内中小企業の持続的な発展を後押しするため、ものづくりの製造過程において使用する
工作機器、測定機器等で、生産性の向上等に資するものを導入する際の経費の一部を補助
します。

https://www.city.sumida.l
g.jp/sangyo_jigyosya/san
gyo/hojokin_joseikin/kiki
donyu.html

〇問合せ先：墨田区産業観光部 経営
支援課

- 5 / 12 -



設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金 データ日付: 2025/4/9

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金
・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金
・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

採用実績：当社顧客の採用実績について連絡のあった補助金_支援金_奨励金_助成金

No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

New 34 〇 〇 なし

生産設備の省
エネ化

荒川区/東京
都

令和7年度
荒川区中小企業ＧＸ経営推進支援事業
補助金

2025年4月4日(金)～2026年2
月16日(月)

一般：100万円
特例：200万円

一般：1/2
特例：2/3

区内に本社を有する中小企業者（※）

※大企業が経営に実質的に参画しないこと

〇対象設備の「①生産、販売等事業活動に必要な設備」は、事業活動において現に使用している
設備を同等以上の出力・能力を有する設備に更新するものであって、新規設備が既存設備と比較
しエネルギー使用量の削減が10％以上見込まれるもの又は既存設備の発売から10 年以上経過し
た後に発売されたものを導入する場合が対象です。
〇同一の申請者について補助額が合計100万円（特例利用の場合は、200万円）になるまで、異
なる種類の設備の導入に関して、補助金を利用できます。
　※注1　同一年度において、同じ種類の設備の導入に関しては、補助金を利用できません。
　※注2　同一年度において、特例の利用は1回限りです。
〇特例：ISO14001、ISO50001、エコアクション２１又はエコステージ（ステージ2以上）の
いずれかの認証を受けている場合。

区内中小企業の皆様が、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション
（GX）経営に取り組むために行う設備投資に要する経費の一部を補助します。これによ
り、GX経営に取り組むことによるブランド構築を通じた競争力強化及びコスト低減によ
る経営基盤強化を促進し、皆様の事業活動の持続化等を支援します。

対象事業）
経済と環境の好循環を目指すＧＸの実現につながる事業用途限定の設備の導入を行うもの
で、以下の６種類の設備の導入が対象です。
①生産、販売等事業活動に必要な設備
②空調設備
③照明設備
④小型ボイラー設備
⑤再生可能エネルギー設備
⑥蓄電池

2026年3月31日まで https://www.city.arakawa
.tokyo.jp/a021/jigyousha/
jigyouunei/gxkeieisuishin
shien.html

〇問合せ先：荒川区 産業経済部 経営
支援課経営支援係

New 35 〇 〇 なし

生産設備の省
エネ化

足立区/東京
都

令和7年度
省エネルギー対策工場設備更新補助金

2025年4月1日～2025年11月
28日

500万円 購入本体価格の1/2 製造業の中小企業者 〇申請前の相談が必要です。（予約制）
〇製造業の事業者は、更新する生産機器について 事前相談のうえ、省エネ診断を受けてくださ
い。
〇次に掲げる要件を全て満たす生産機器に更新する者であること。
　(1)省エネ診断により生産機器の更新による二酸化炭素の削減効果が10%以上見込めること。
　(2)更新前の生産機器と同種の生産機器に更新すること。
　(3)5年以上継続して足立区内で使用する見込みがある生産機器であること。
　(4)過去にこの要綱に基づき受けた交付決定に係る生産機器でないこと。
　(5)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）に基づく工場の初回認可
日から１年以上経過していること 。（認可工場）

※その他詳細は募集案内をご確認ください。

エネルギーを大量に消費する製造業が脱炭素化促進のために、省エネ機器への更新を行い
消費電力等の減少、温室効果ガスの排出量削減を行うための、経費の一部を区が補助する
ことで、区内の低炭素社会への転換の一助となることを目的としています。

対象経費）
生産設備などの省エネ機器への更新

https://www.city.adachi.t
okyo.jp/kankyo-
hozen/hojyokin.html

〇問合せ先：足立区役所 生活環境保
全課 公害規制係
〇申請前の事前相談が必須。

New 36 〇 なし

生産性向上 足立区/東京
都

令和7年度
IT・IoT導入補助金

2025年4月1日(火)～2026年2
月13日(金)

IT活用：75万円
IoT活用：150万円

2/3以内 足立区内の個人事業者及び中小企業者 補助交付対象）
補助対象事業に要する経費のうち、補助交付額が決定した 日 採択日 以後に発生する経費で 、
かつ令和 8 年 3 月 19 日まで に 支払いを完了するもの。
(1)IT活用
　・ITツールまたは新たな設備の導入による経費
　・特定業務向けのクラウドサービス利用料、専門家相談経費
　・特定業務用アプリケーションの費用及びカスタマイズなどのためにシステムベンダーに支払
う費用
(2)IoT活用
　・複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される情報・データを活用し
て、①監視（モニタリング）、②保守（メンテナンスサービス）、③制御（コントロール）、④
データ分析（アナライズ）の費用
　・システム構築、ソフトウェア開発に係る経費、専門家相談経費

※(1)と(2)の併用はできません。

この事業は、事業者が自らの強みと弱みを踏まえた経営上の課題を見出すとともに、自社
でIT・IoTを導入活用することで 、生産性の向上及び業務の効率化等の実現を支援するも
のです 。また、この支援を通じて、区内産業の活性化と産業振興を図ることを目的とし
ています。

https://www.city.adachi.t
okyo.jp/chusho/itiothojyo
.html

〇問合せ先：足立区 産業経済部 企業
経営支援課 イノベーション推進担当

New 37 〇 〇 〇 なし

生産性向上 足立区/東京
都

令和7年度
小規模事業者等経営改善補助金

2025年4月1日(火)～2025年12
月26日(金)

※相談予約票および下書きをし
た申請書の提出期間
※事前相談（予約制）が必須

機械設備等購入費補助・店舗改修費補助：
・区内調達：250万円
・区外調達：150万円

操業環境改善費補助：250万円

機械設備等購入費補助・店舗改修費補助：
・区内調達：2/3
・区外調達：1/2
操業環境改善費補助：1/2

足立区内の小規模企業者等 〇経営改善計画書の完成に向け、区の中小企業相談員による申請前の相談（予約制）が必要で
す。
〇機械設備等購入費補助・店舗改修費補助
　・経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後
1年以上経過している事業所及び店舗で実行すること。
〇操業環境改善費補助
　・経営改善計画書で定めた工場の改修や設備の更新などを足立区内の申請時点で開設後3年以
上経過している事業所及び工場で実行すること。
〇経営改善計画書で定めた経費について、国・地方公共団体・これらに準じる公的機関から類似
する補助金の交付を受けておらず、かつ受ける見込みがないこと。
〇当該年度において足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されていないこ
と。

経営力強化に取組む区内の小規模事業者等が、計画作成を通して経営を客観的に見直すと
ともに、収益を得るために必要となる設備投資や店舗改修、工場の操業環境の改善に要す
る経費の一部を補助することで、小規模事業者等の競争力を強化することを目的としてい
ます。

対象事業）
(1)機械設備等購入費補助
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入設置工事、修理又は改造を行う事業
(2)店舗改修費補助
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
③操業環境改善費補助
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等
の工場改修並びに工場改修に伴う設備等の更新及び導入を行う事業

認定日から2026年2月27日まで https://www.city.adachi.t
okyo.jp/s-
shinko/shigoto/chushokig
yo/yushi-monozukuri.html

〇問合せ先：足立区産業経済部 産業
振興課 ものづくり振興係

New 38 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 神奈川県 令和7年度
中小企業生産性向上促進事業費補助金

2025年5月1日(木)～2025年8
月29日(金)17時

※公募期間内の公募締切
6月公募：2025年6月30日
7月公募：2025年7月31日
8月公募：2025年8月29日

500万円 補助対象経費の1/2以内（小規模事業者は2/3以
内）

県内に事業所を有する中小企業者 〇主な補助要件
　(1)本公募要領に沿う事業であること
　(2)付加価値額が年率平均1.5%（3年で4.5%）以上増加させる計画であること
　(3)給与支給総額を増加させること
　(4)申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
　(5)補助対象となる事業を神奈川県内の自社の事業所で実施すること

物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」
の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み
出していくことが重要です。このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助しま
す。

対象事業）
生産性向上促進事業：生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備の
導入等

交付決定日から2026年1月31日
(土)まで

https://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/jf2/seisansei
/r7.html

〇問合せ先：
生産性向上補助金事務局
〔受託者：テルウェル東日本株式会
社〕

39 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

越谷市/埼玉
県

令和7年度
物価高騰対策中小企業設備導入等支援
補助金

2025年4月14日(月)～2025年4
月25日(金)

200万円 2/3以内 市内に事業所を有する中小企業者 〇令和５年度に同補助金の交付を受けたことがない方のみ
〇対象設備）
　□高効率空調 □産業ヒートポンプ □業務用給湯器 □高性能ボイラ
　□高効率コージェネレーション □低炭素工業炉 □変圧器 □冷凍冷蔵設備
　□産業用モータ □ＬＥＤ照明器具 □工作機械 □プラスチック加工機械
　□プレス機械 □印刷機械 □ダイカストマシン □生産工程の自動化
　□ロボットの導入 □AI やIoT 等の技術を活用したシステムの導入 □その他
〇国や地方公共団体等（当市含む）の公的機関における他の補助金等を併用する事業は対象外。

越谷市では、エネルギー価格高騰等の影響を受けている市内中小企業者の負担緩和と経営
体質の強化のため、省エネルギー化、省コスト化及び効率化・高収益を目的とした設備等
の導入や更新を行う場合に、その経費の一部を助成します。

対象事業）
次の(1)～(3)のいずれかに該当する事業（※市内の事業所において導入や更新を行う設備
が対象）
（1）省エネルギー化に資する設備の導入・更新
（2）省コスト化に資する設備の導入・更新
（3）効率化・高収益に資する設備の導入・更新
※対象設備は「補助要件」欄を参照

交付決定日から2025年12月19日
(金)まで

https://www.city.koshiga
ya.saitama.jp/kurashi_shi
sei/jigyosha/shienyushi/
hojokin/koshigaya_conte
nts_buxtukakoutou.html

〇問合せ先：越谷市環境経済部経済
振興課 中小企業支援担当

New 40 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 千葉県 中小企業成長促進補助金 2025年4月10日(木)～2025年5
月15日(木)

3,000万円 1/2以内 千葉県内に補助事業を実施する事業所等を有する中小企業者等（みなし大企業は除く） 〇申請する補助事業と同一とみなされる事業で、本補助金と類似の国、都道府県、市町村等が助
成する他の補助制度の交付決定を受けていないこと。
〇補助事業の実施により、付加価値額を年率平均3％（3年で9％）以上増加させることがわかる
具体的な内容と根拠を記載した補助事業計画書を策定すること。
〇補助事業の実施により、労働生産性を年率平均1％（3年で3％）以上増加させることがわかる
具体的な内容と根拠を記載した補助事業計画書を策定すること。
〇パートナーシップ構築宣言の登録企業であること。

本補助金は、県内経済が緩やかに持ち直しつつある中、積極的な賃上げや投資等を行う意
欲の高い中小企業等が、地域の景気や雇用を支える企業へ成長できるよう、省力化・業務
効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資について補助金を交付するものです。

対象事業）
本補助金における補助対象は、生産性向上等に資する設備投資に要する経費です。本補助
金において、「生産性向上等」とは、以下の類型のいずれかに当てはまるものとします。
①省人化（業務効率化）
　製品の製造工程又は商品若しくはサービスの提供過程を効率化することにより、従来よ
りも少ない労働力で、従来と同量以上の製品を製造し又は従来と同等以上の商品若しくは
サービスを提供できるようになること
②生産量の増大
　従来と比較して短時間又は少ない製造工程若しくは提供過程で、従来と同量以上の製品
を製造し又は従来と同等以上の商品若しくはサービスを提供できるようになること
③製品・サービスの高付加価値化
　今後、成長が見込まれる分野（DX・GX等）に資する革新的な製品・サービスの開発が
できるようになること

交付決定日から2026年2月16日ま
で

https://www.pref.chiba.lg
.jp/keisei/zaisei/chiba-
seichohojyo.html

〇問合せ先：
・県内の商工会・商工会議所
・公財）千葉県産業振興センター
・公財）千葉市産業振興財団
・千葉県制度融資の取扱金融機関

41 〇 〇 〇 なし

新分野展開・
業態転換

長野県 長野県プラス補助金（第1弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

信州未来リー
ディング企業育
成事業

2025年4月1日（火）～2026年
2月13日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

中小企業(通常枠)：500 万円
中小企業(卒業枠)：1,000 万円

中小企業(大規模賃金引上枠)：2,000 万円
中小企業(最低賃金枠)：100 万円

中小企業(緊急事態宣言特別枠)：100万円

・中小企業(通常枠)：4/30
・中小企業(卒業枠)：定額
・中小企業(大規模賃金引上枠)：定額
・中小企業(最低模賃枠)：1/20
・中小企業(緊急事態宣言特別枠)：1/20

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和２年度の第３次補正予算で実施する中小企業等事業再構築促進事業
（中小企業：卒業枠、通常枠、大規模賃金引上枠、最低賃金枠及び緊急事態宣言特別枠）（※）
の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となります。
　※上乗せ補助の対象は、第５回公募までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた
事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進
するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染
リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため

https://www.pref.nagano.
lg.jp/keieishien/corona/k
ouzou-tenkan.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。

42 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

長野県 長野県プラス補助金（第1弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

中小企業ニュー
ノーマル対応支
援事業

2025年4月1日（火）～2026年
2月13日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

ものづくり・商業・サービス補助金：
200万円

小規模事業者持続化補助金：20万円
IT導入補助金：90万円

・ものづくり・商業・サービス補助金：4/30
・小規模事業者持続化補助金：3/20
・IT導入補助金：4/30

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和２年度の第３次補正予算で実施する中小企業生産性革命推進事業（も
のづくり・商業・サービス補助金（※1）及び小規模事業者持続化補助金（※2）及びIT導入補
助金（※3）のうち低感染リスク型ビジネス枠に限る）の交付決定を受け、事業を実施する県内
中小企業が対象となります。
　※1 上乗せ補助の対象は、9次締切までの採択者です。
　※2 上乗せ補助の対象は、第6回までの採択者です。
　※3 上乗せ補助の対象は、第5次締切までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた
事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進
するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染
リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため

https://www.pref.nagan
o.lg.jp/keieishien/coron
a/kouzou-tenkan.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。
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43 〇 〇 〇 なし

新分野展開・
業態転換

長野県 長野県プラス補助金（第2弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

事業再構築補助
金（国）の拡充

2025年4月1日（火）～2026年
2月13日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

最低賃金枠(中小企業)：100 万円
回復・再生応援枠(中小企業)：100 万円

グリーン成長枠(中小企業)：500 万円
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(中小企

業)：288 万円
通常枠(中小企業)：100 万円

・最低賃金枠(中小企業)：1/20
・回復・再生応援枠(中小企業)：1/20
・グリーン成長枠(中小企業)：1/10
・原油価格・物価高騰等緊急対策枠(中小企業)：
1/20
・通常枠(中小企業)：1/12

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和３年度補正予算及び令和４年度予備費予算で実施する中小企業等事業
再構築促進事業（中小企業：最低賃金枠、回復・再生応援枠、グリーン成長枠、原油価格・物価
高騰等緊急対策枠及び通常枠）の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となりま
す。
　※上乗せ補助の対象は、第6回公募から第8回公募までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

コロナ禍において、引き続き業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を促進
し、ニューノーマルな社会変化への対応や競争力強化への取組を支援するため、予算の範
囲内で、『長野県プラス補助金（第２弾）』（中小企業経営構造転換促進事業補助金：第
２弾）を交付します。

この補助金は、国が令和３年度補正予算及び令和４年度予備費予算で実施する中小企業等
事業再構築促進事業（中小企業：最低賃金枠、回復・再生応援枠、グリーン成長枠、原油
価格・物価高騰等緊急対策枠及び通常枠）の交付決定を受け、事業を実施する県内中小企
業が対象となります。

https://www.pref.nagano.
lg.jp/keieishien/corona/k
ouzou-tenkan2.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。

44 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

長野県 長野県プラス補助金（第2弾）
（中小企業経営構造転換促進事業補助
金）

ものづくり・商
業・サービス補
助金（国）の拡
充

2025年4月1日（火）～2026年
2月13日（金）

※事業計画の提出期限：2023
年9月29日（受付終了）

回復型賃上げ・雇用拡大枠：157万円
グリーン枠：250万円

・回復型賃上げ・雇用拡大枠：1/12
・グリーン枠：1/12

長野県内中小企業 〇この補助金は、国が令和３年度補正予算で実施する中小企業生産性革命推進事業（ものづく
り・商業・サービス補助金のうち回復型賃上げ・雇用拡大枠及びグリーン枠に限る）の交付決定
を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となります。
　※1 上乗せ補助の対象は、10次締切から12次締切までの採択者です。
〇本補助金の交付を受けるためには、国の補助金の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出
し、補助事業の確認を受ける必要があります。

コロナ禍において、引き続き業況が厳しい中小企業の持続可能な経営形態への転換を促進
し、ニューノーマルな社会変化への対応や競争力強化への取組を支援するため、予算の範
囲内で、『長野県プラス補助金（第２弾）』（中小企業経営構造転換促進事業補助金：第
２弾）を交付します。

この補助金は、国が令和３年度補正予算で実施する中小企業生産性革命推進事業（ものづ
くり・商業・サービス補助金のうち回復型賃上げ・雇用拡大枠及びグリーン枠に限る）の
交付決定を受け、事業を実施する県内中小企業が対象となります。

https://www.pref.nagano.
lg.jp/keieishien/corona/k
ouzou-tenkan2.html

〇問合せ先：産業・雇用 総合サポー
トセンター（地域振興局 商工観光
課）
〇交付申請の前に、長野県から補助
事業の確認を受ける必要がありま
す。

45 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ

新潟市/新潟
県

新潟市省力化・省エネ化補助金 2025年3月3日(月)～2026年2
月27日(金)

※申請には、事前相談が必要

区分A：200万円
区分B：500万円

区分C：1,000万円

区分A：10%（※）
区分B：20%（※）
区分C：30%（※）

〇市内の工場及び物流施設（日本標準産業分類に掲げる製造業、新聞業、出版業、路貨物運送業、倉庫
業、こん包業、港湾運送業に属する業の用に供する事業所）に設備投資を行う中小企業者
　※建設業、卸売業、小売業（製造小売業を含む）等は対象になりません。

〇対象経費
取得価格160万円以上の「機械及び装置」並びに「ソフトウェア」の導入経費
〇交付要件
【区分A】以下の(1)及び(2)の要件を満たすもの
　(1)作業効率化：20％以上改善
　(2)下記①～③のいずれかを満たすもの
　　①CO2排出量を20％以上削減、②省エネ効果20％以上達成
　　③生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの
【区分B】以下の(1)及び(2)の要件を満たすもの
　(1)作業効率化：30％以上改善
　(2)下記①～③のいずれかを満たすもの
　　①CO2排出量を30％以上削減、②省エネ効果30％以上達成
　　③生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの
 【区分C】以下の(1)及び(2)の要件を満たすもの
　(1)作業効率化：40％以上改善
　(2)下記①～③のいずれかを満たすもの
　　①CO2排出量を40％以上削減、②省エネ効果40％以上達成
　　③生産設備で使用するエネルギーを化石燃料から電力へ変換するもの
　(3)導入設備から製造された製品又は製品を構成する部材がCO2 排出量削減に寄与するもので
あり、工場の炭素生産性が年1%以上向上するもの
　※製造業のみ対象

市内の工場及び物流施設に設備投資を行う中小企業者に対し、補助します。 https://www.city.niigata.l
g.jp/business/kigyo/shie
nseido_setsubi/shouryok
uka.html

〇問合せ先：
　新潟市役所企業誘致課、各区役所
の担当課
　※区分Cを検討している場合は、新
潟市役所企業誘致課
〇申請前に設備投資計画の事前相談
が必要

New 46 〇 〇 なし

生産性向上 長岡市/新潟
県

令和7年度
イノベーション加速化補助金（デジタ
ル技術活用事業）

デジタル化によ
る設備・システ
ム・サービスの
導入や活用を行
う事業

2025年4月1日(火)～2025年5
月30日(金)

200万円 1/2以内 市内に事業所を有する中小企業者等 〇申請前に、まずは事前相談申込書を長岡市商工部産業支援課に提出してください。
〇同一の事業者が、２つ以上の事業を申請することはできません。

デジタルビジネスニーズの事業化に取り組む中小企業者等を支援します。

対象事業）
以下の対象事業の内、有効な①の事業についてのみ記載
①デジタル化による新たなビジネス転換や生産性向上等を目的とした設備・システム・
サービスの導入や活用を行う事業
② ECサイト等のWeb販売サイトへの出店事業

交付決定日から事業が完了する日
（最長で2026年2月28日）まで

https://www.city.nagaoka
.niigata.jp/sangyou/cate0
1/subsidy/digital.html

〇問合せ先：長岡市 商工部 産業支援
課
〇事前相談が必要です。

47 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 静岡県 令和7年度
航空機産業設備投資事業費補助金

2025年4月1日(火)
～2025年5月16日(金) 正午必
着
※事前相談：2025年4月30日
(水)まで

1,500万円 1/2以内 県内に本事業を遂行する主たる事務所・事業所を有する中小企業等 〇補助金の交付申請時において以下に掲げる航空機製造に関する認証を取得している者及び航空
機の整備、修理、点検を行う者
　「航空機製造に関する認証」
　　・AS/EN/JISQ9100
　　・Nadcap

県内航空機産業の振興を図るため、当該産業において県内中小企業等が行う受注増や生産
増に対 応するために必要な設備投資を支援し、受注活動の拡大や技術の高度化を図りま
す。
 
補助事業）
航空機産業において中小企業等が行う事業であって、部品の生産や加工、機体の整備、修
理、点検を行う能力の増強に必要な機械設備投資（「航空機産業設備投資事業」 ）をい
う。
 ※ 航空機産業：日本標準産業分類の「航空機・同附属品製造業」に該当する分野及びこ
れに関連するものとして公益財団法人静岡県産業振興財団理事長が認めたもの

交付決定日より2026年2月末日ま
で

https://www.shizuoka-
shinseicho.jp/2025/03/21
/r7setubitoushi/

〇問合せ先：（公財）静岡県産業振
興財団　研究開発支援チーム

48 〇 〇 なし

新商品開発 静岡県 令和7年度
試作品開発助成(次世代自動車)

2025年4月1日(火)～2025年5
月9日(金)　12時

※事前相談は必須：2025年3月
19日(水)～2025年4月23日(水)

300万円 1/2以内 県内に主たる事業所・事業所を有する中小企業・中堅企業またはコンソーシアム（※）

※コンソーシアムとは、中小企業、大学及び研究機関等2者以上（構成員）により構成されているこ
と。
　詳細は募集案内を参照。

〇事前相談は必ず受けてください。
〇同一・類似の課題名又は内容で、他の公的な助成金・補助金を受けているもの又は採択が決定
しているものは対象外。

EV化(電気自動車)、自動運転化などに対応するため、次世代自動車分野に関する自社の
技術力を広く情報発信するために使用するサンプル品の製作を行う事業に対して、助成し
ます。

※サンプル品とは、展示会等で自社の技術力を示すことができるような製品サンプル

交付決定の日から2026年1月31日
まで

https://www.shizuoka-
shinseicho.jp/2025/03/19
/r7jidousya/

〇問合せ先
公財）静岡県産業振興財団 研究開発
支援チーム

49 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

静岡県 中小企業等収益力向上事業費補助金 2025年4月1日(火)～2025年5
月20日(火)　17時

通常枠：500万円
DX推進枠：700万円

1/2以内 県内に主たる事務所(又は主たる事業所)を有する中小企業者等 〇計画期間
　補助事業期間(1年間又は2年間)＋1年間のフォローアップ
〇数値目標
　計画期間の終了時点で、付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額について、年率平均
3％以上の増加
〇伴走支援
　商工団体や金融機関等による伴走支援が必須
　※応募から事業実施、実績報告、フォローアップ期間の満了までを支援

中小企業・小規模事業者の持続的発展に向けて、物価高騰等による経営環境の変化に対応
し、商工団体等による伴走支援のもとで、独自の技術やサービス展開を目指す取組を支援
します。

対象事業）
1)通常枠
　付加価値の向上を目標とする2～3年間の事業計画を策定して行う下記の①又は②の事
業
　①承認された経営革新計画に基づく事業
　②収益力や生産性の向上につながる自社にとって新たな事業
2)DX推進枠
　上記の①又は②の事業で、デジタル技術（AI、ICT、IoT、ビッグデータ、RPA等）を
活用した新たな商品・サービスの開発、業務の効率化・高度化等に取り組む事業

交付決定日から2026年3月31日ま
で

https://www.pref.shizuok
a.jp/sangyoshigoto/kigyo
shien/1047031/1062522.h
tml

〇問合せ先
静岡県経済産業部商工業局経営支援
課

50 ◎ なし

生産性向上 浜松市/静岡
県

令和６年度（補正）
浜松市産業用ロボット導入支援事業費
補助金

2025年3月3日(月)～2025年4
月30日(水) 15時

500万円 1/2以内 市内に事務所を有する中小企業者 〇導入を行う場所が浜松市内の事業所であることが必要
〇受付案内ロボットや配膳ロボット等のサービスロボットの導入は対象外
〇産業用ロボットとは
自動制御によるマニピュレーション機能や移動機能を持ち、各種作業をプログラムにより実行で
きる機械
〇「生産性向上」の一例
　・作業人数の削減（20パーセント以上の省人化）
　・労働時間の短縮（20パーセント以上の労働時間短縮）
　・単位時間毎の生産量の増大（20パーセント以上の生産量の増大）
　・生産コストの削減（20パーセント以上のコスト削減）　など

本事業では、浜松市内の中小企業に対し、製造、梱包、仕分等の工程における産業用ロ
ボットの導入費用の一部を補助することにより、産業用ロボットの導入促進ならびに生産
性向上を図ることを目的としています。

対象事業）
浜松市内の事業所において、生産性の向上を図ることを目的に、製造、梱包、仕分等の工
程で産業用ロボットの導入を行う事業

交付決定日から2026年2月28日 https://www.city.hamama
tsu.shizuoka.jp/sangyoshi
nko/shinsangyo/hojokin/
h30/robotto.html

〇問合せ先：浜松市産業部産業振興
課

51 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発

三島市/静岡
県

三島市中小企業経営革新事業費 随時 100万円 1/2以内 市内に事務所を有する中小企業 〇中小企業等経営強化法に基づき、静岡県に経営革新計画を承認された市内の事業者
〇令和2年4月1日以降の申請
　１中小企業者につき１計画あたり100万円とする。ただし補助金額が上限額に達しない場合、
その差額を翌年度以降の補助上限額とする。

静岡県が承認する経営革新計画を実施する市内中小企業を支援することにより、市内産業
の活性化を図る。

対象事業）
(1)静岡県に承認された経営革新計画に従って行われる事業。
(2)補助を受けようとする年度に実施する事業。

https://www.city.mishima
.shizuoka.jp/ipn007921.ht
ml

〇問合せ先：
三島市商工観光まちづくり課
　　　　または
三島商工会議所

Update 52 ◎ ◎ ◎ なし

工場・研究所
の新増設

愛知県 新あいち創造産業立地補助金 Aタイプ
（市町村と連携
する県内再投資
の支援）

随時 10億円（県支援分は5億円） 大企業 ：8%以内(県支援分は4%以内)
中堅・中小企業：10%以内(県支援分は5%以内)

大企業、中堅・中小企業
20年以上、県内（新設又は増設を行う市町村内）に立地する工場等を有し、同一市町村内において製造
業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業（中小企業の場合は、市町村を通じた
間接補助）

【投資規模要件】
大企業 ： 25億円以上
中堅・中小企業 ： 1億円以上
※20年以上同一市町村内で工場等を有していること。
【雇用要件】
認定申請から支援期間が終了するまでの間、以下の常用雇用者を維持
大企業 ： 50人以上
中堅・中小企業 ：25人以上

長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、立地市
町村と連携し、県内における再投資を支援します。

【対象分野】
（１）自動車、航空宇宙、ロボット、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿関連分野
（２）愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種

https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/ricchitsusho/yuu
guu-ken.html#shinnaichi

〇中小企業の場合は、市町村を通じ
た間接補助
〇連携する市町村により、補助額、
補助率など募集内容に違いがありま
す。
〇問合せ先：愛知県産業労働部産業
立地通商課（立地推進グループ）

Update 53 ◎ ◎ ◎ なし

工場・研究所
の新増設

愛知県 新あいち創造産業立地補助金 Bタイプ
（産業競争力強
化に資する製
品・部素材の製
造・研究に取り
組む企業への支
援）

随時 10億円 大企業 ：8%以内(既設：4%以内)
中堅・中小企業：10%以内(既設：5%以内)

大企業、中堅・中小企業
製造業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業

【投資規模要件】
大企業：25億円以上
中堅・中小企業 ： 2,000万円以上
【雇用要件】
常用雇用者数の増
大企業 ： 10人以上　　　中堅・中小企業 ： 5人以上

サプライチェーンの中核をなす分野や成長産業分野において、県内の経済活力や雇用の喪
失防止・拡大につながる、小さくてもきらりと光る企業立地を支援します。

【対象分野】
（１）自動車、航空宇宙、ロボット、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿関連分野
（２）（１）のうち、以下のいずれかに該当するもの
　　①産業競争力の強化に資すると認められる製品を製造する工場・研究所
　　②産業競争力の強化に資すると認められる製品の基幹(※)となる部素材を製造する工
場、研究所

　　※産業競争力の強化に資する製品に必要な部素材のうち同製品固有のもの(汎用品は
対象外)

https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/ricchitsusho/yuu
guu-ken.html#shinnaichi

〇問合せ先：愛知県産業労働部産業
立地通商課（立地推進グループ）
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Update 54 ◎ ◎ ◎ なし

工場・研究所
の新増設

愛知県 21世紀高度先端産業立地補助金 2025年4月1日(火)から随時 100億円（投資額300億円以下の場合 ： 10
億円）

大企業 ：8%以内(既設工場での設備投資は4%以
内)
中堅・中小企業：10%以内(既設工場での設備投
資は5%以内)

大企業、中小企業
製造業・ソフトウェア業に係る工場・研究所を新設又は増設する企業（中小企業の工場の場合は、市町
村を通じた間接補助）

【投資規模要件】
　大企業（工場）：50億円以上
　大企業（研究所）：5億円以上
　中堅・中小企業：2億円以上
【雇用要件】
　常用雇用者数の増
　大企業（工場）：20人以上
　中堅・中小企業（工場）： 5人以上

県経済に大きな技術波及・雇用創出効果をもたらす、高度先端産業分野における大規模な
工場・研究所の立地 を支援します 。

【対象分野】
航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バ
イオテクノロジー関連分野

https://www.pref.aichi.jp
/soshiki/ricchitsusho/yuu
guu-ken.html#21seiki

〇中小企業の場合は、市町村を通じ
た間接補助
〇連携する市町村により、補助額、
補助率など募集内容に違いがありま
す。
〇問合せ先：愛知県産業労働部産業
立地通商課（立地推進グループ）

55 ◎ ◎ ◎ なし

新商品開発・
生産性向上

愛知県 航空宇宙産業応援補助金 2024年4月1日(月)～2026年3
月31日(火）
（随時受付）

1.5億円 1/4以内 県内に事業所を有し、当該事所において事業を行っている企業 〇航空宇宙産業に係る事業について、直近の3年間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019
年中の同時期の売上高に比べて10％以上減少している企業
〇対象経費：航空宇宙分野における製品の開発、生産等を行うために県内おいて設置する機械又
は装置の購入代金、運搬費及び据付工事費（1設備あたり2千万円以上）
〇同一補助対象設備に対して、 国や他自治体の補助金と併用してご利用いただけます 。
（事業再構築補助金、名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金、小牧市中小企業次世代成長産
業設備導入補助金等）
　※国や他自治体の補助金の要綱等をご確認ください。
〇2025年度末までに事業を完了すること。

愛知県では、県内で新規設備投資を行う航空機サプライヤーを対象に、航空機需要回復に
向けた生産基盤の維持・強化の取組を支援します。

交付決定日～2026年3月31日 https://www.pref.aichi.jp
/press-
release/kokuhozyokin202
3.html

〇問合せ先：愛知県 経済産業局 産業
部 産業振興課 次世代産業室 航空宇
宙産業グループ
〇提出方法：あいち電子申請・届出
システム

56 ◎ なし

ロボット導入
事前調査

愛知県 2025年度
ロボット未活用領域導入検証補助金

2025年3月24日(月)～2025年6
月13日(金）17時30分

500万円 中小企業者等：2/3以内
大企業注２、大学、研究機関、その他団体：1/2以
内

〇「あいちロボット産業クラスター推進協議会」に加入している中小企業者等、大企業、大学、研究機
関、その他団体
〇ロボットの提供側・利用側のいずれかであること。
［提供側］ロボットメーカー、ロボットシステムインテグレーター、ロボットサービス提供者等
［利用側］ロボットの提供側が製造・構築・販売する機器又は提供するサービスを利用する者
〇ロボットの提供側・利用側のいずれかが県内に事業所を有すること。

〇ロボットの提供側・利用側の双方が参画する事業実施体制を組むこと。
〇同一目的の事業において、国や地方公共団体等から補助金等の交付を受ける場合には、原則と
して、該当部分はこの補助金の対象としません。
〇事前検証：業務分析、業務効率化検証、業務のロボット化・自動化の検討、周辺設備や機器と
の連携検証、技術面・運用面の課題検証、費用対効果検証、事業化可能性調査

ロボットの活用が進まない領域（用途）において、その要因の１つとなっている技術面や
費用対効果等の不透明さを解決するための事前検証を支援し、ロボット導入の促進を図り
ます。さらに、事前検証を通じて明らかにされた効果や立証された事業モデルについて、
同様のユースケースへの横展開へ繋げることも目的としています。

対象事業）
下記の分野のうち、ロボット未活用領域（用途）において実施する事前検証が対象
・製造・物流分野：食品製造業における産業用ロボット等の活用や、ピッキング・搬送ロ
ボットの活用による物流の自動化
・医療・介護分野：介護ロボット（移動・移乗・排泄支援、見守り、コミュニケーショ
ン）やリハビリ支援ロボットの活用
・空モビリティ活用分野：荷物搬送やインフラ点検業務におけるドローンの活用
・業務用サービスロボット活用分野：自動配送ロボット、案内・コミュニケーション・警
備ロボットの活用

交付決定日～2026年3月31日 https://www.pref.aichi.jp
/press-
release/robohojyo2025.ht
ml

〇問合せ先：愛知県 経済産業局 産業
部 産業振興課 次世代産業室 ロボッ
ト産業グループ
〇提出方法：あいち電子申請・届出
システム

New 57 〇 なし

ロボット導入
事前調査

愛知県 2025年度
中小企業デジタル化・DX支援補助金

2025年4月1日(火)～2025年6
月11日(水）17時

200万円 中小企業：1/2以内
小規模企業者：2/3以内

「あいち産業DX推進コンソーシアム」に加入している県内に事業所を持つ中小企業、小規模企業者 〇対象事業
生産管理、仕入・在庫管理、販売・顧客管理、バックオフィス業務（財務会計・人事等）におけ
る、業務の効率化や高度化に資する以下の取組
A)デジタル技術を活用した業務プロセスや生産プロセスの可視化・課題認識のためのコンサル
ティング
B)生産性向上や省力化のためのデジタルツール導入
C)既存システムの改修や新システムの構築
〇同一目的の事業において、国等の補助金等の交付を受ける場合には、速やかに県に報告するこ
と。国等の補助金等を受ける部分については、原則として、この補助金を交付しない。

効果的なデジタル化・DXを実現するためには、自社の業務プロセスを分析し、経営課題
を認識することが必要となります。また、複雑化・ブラックボックス化したレガシーシス
テムから脱却し、最新のデジタルツールやクラウドシステムと連携できる環境を整えるこ
とが重要です。
ついては、これまで支援してきたデジタルツールの導入に加え、中小企業のニーズを踏ま
えた課題解決のコンサルティング、システム構築や既存システムの改修に係る実証を支援
することで、引き続き県内企業のデジタル化・DXを推進します。

交付決定日～2026年2月28日まで https://www.pref.aichi.jp
/site/aichi-pref-
iot/digital-dx-support-
grants2025.html

〇問合せ先：
愛知県経済産業局産業部 産業振興課
デジタル産業グループ
〇「あいち産業DX推進コンソーシア
ム」に関する問合せ先：
公財）あいち産業振興機構（コン
ソーシアム事務局）

New 58 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 名古屋市/愛
知県

令和7年度
名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補
助金

2025年4月1日(火)～2025年9
月30日(火)

1,000万円 補助対象経費の10％以内 市内に事業所を有する中小企業者 〇航空宇宙産業に関する認証等（認定にあっては、補助対象事業を行う事業所に対するものに限
る。）を受けていること
　※ 認証等とは、「JIS Q 9100」「Nadcap」の認証のほか、これらに準ずるもの（航空機製
造重工メーカーによる独自規格で、「JIS Q 9100」と同等以上のもの（「MSJ4000」等）等）
をいいます。

航空宇宙産業に取り組む中小企業の販路拡大や生産増、一層高度な業務への対応を支援す
るため、市内の事業所に機械設備やソフトウェアを導入する事業に対して、その経費の一
部を補助します。

対象事業）
市内に所在する事業所において、航空宇宙産業に関する設計・製造・検査で使用する「機
械設備」や「ソフトウェア」を購入し、設置又は構築する設備投資

https://www.city.nagoya.j
p/keizai/page/000015182
1.html

〇問合せ先：名古屋市経済局イノ
ベーション推進部次世代産業振興課

Update 59 〇 〇 〇 なし

工場・研究所
の新増設

名古屋市/愛
知県

名古屋市内企業再投資促進補助金 随時

※工事着工（設備一新の場合は
発注日）の30日前まで

大企業：5億円
中堅企業：5億円

中小企業：10億円

大企業：4%以内(※)
中堅企業：5%以内（みなし大企業は4%以内）
(※)
中小企業：10%以内（みなし大企業は8%以内）

※別に愛知県からも補助が受けられます。（固定
資産取得費用に対し、中堅企業は5％以内（みなし
大企業は4％以内）、大企業は4％以内）

20年以上、市内に立地する工場等を有する企業で、工場、研究所の新増設を行う企業 〇愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」に採択されることが必要
〇20年以上市内に立地していること
〇【投資規模要件】
大企業：25億円以上、中堅企業：1億円以上、中小企業：1億円以上
〇【雇用要件】
名古屋市内の事業所における常用雇用者数の合計で、事業認定申請時点から補助金交付終了年度
末までの期間中、
大企業：50人以上、中堅企業：25人以上、中小企業：25人以上

名古屋市では、長年にわたり、市内の経済・基盤を支えている企業の流出を防止するた
め、愛知県と連携し、市内における再投資を支援します。

対象事業）
・工場、研究所の新増設
・設備一新
対象分野）
愛知県及び名古屋市の以下の対象分野要件を満たすことが必要です。
〇 名古屋市の対象分野
【次世代成長分野】
(1) 次世代自動車関連分野（自動車関連を含む。） (2) 航空宇宙関連分野
(3) 環境・新エネルギー関連分野 (4) 健康長寿関連分野 (5) 情報通信関連分野
(6) ロボット関連分野 (7) その他市長が認める分野
〇 愛知県の対象分野
愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の集積業種（東尾張地域）

https://www.city.nagoya.j
p/keizai/page/000017379
2.html

〇問合せ先：名古屋市経済局イノ
ベーション推進部産業立地交流室産
業立地交流係

Update 60 〇 〇 〇 なし

工場・研究所
の新増設

一宮市/愛知
県

一宮市企業再投資促進補助金 随時 3億円 固定資産取得費用（土地を除く）の10%（※）

※みなし大企業に該当する中小企業は8%

工場・研究所の新増設等を行う中小企業
工場等が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上一宮市に立地しており、25人以上の常用雇用
者を有する企業

〇【投資規模要件】
　　固定資産取得費用1億円以上（土地を除く）
〇【雇用要件】
　　・支援期間中において、常用雇用者を25人以上維持すること。
〇一宮市企業立地奨励措置の「立地促進奨励金」との併用はできません。

長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えている企業の流出を防止するため、愛知県
と連携し、市内における再投資を支援します。
※「新あいち創造産業立地補助金（Aタイプ）」に対応した補助金

対象分野）
・自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、
ロボット関連など
・愛知県の産業集積の推進に関する基本指針の西尾張地域集積業種の分野

https://www.city.ichinomi
ya.aichi.jp/katsuryokusou
zou/sangyoushinkou/101
0102/1044301/1002626.ht
ml

〇問合せ先：一宮市企業立地推進課

New 61 ◎ ◎ ◎ なし

生産設備の省
エネ化

刈谷市/愛知
県

令和7年度
刈谷市事業用脱炭素促進設備導入費補
助金

2025年4月1日(火)～2025年7
月9日(水）

1,000万円 1/2 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること 〇次のいずれにも該当する事業
・省エネルギー診断（※）に基づき、市内事業所に設備を導入するもの
・申請日において着手しておらず、令和9年3月1日（月曜日）までに完了するもの
・設備導入前と比較して、事業所全体の年間CO2排出量を10％以上削減することが見込まれる
もの
・補助対象経費の合計額が300万円以上であること

　※省エネルギー診断は、設備ごとではなく、事業所全体で実施してください。省エネルギー診
断機関の選定には、刈谷市のHPを参考にしてください。

市域におけるCO2排出量の削減を図るため、市内事業者が省エネルギー診断に基づき実施
する、省エネルギー設備への更新や再生可能エネルギー発電設備の導入に対して補助金を
交付します。

対象事業）
エネルギー管理士等の有資格者による省エネルギー診断を受け、その提案に基づき実施す
るCO₂排出量の削減に寄与する事業

https://www.city.kariya.lg
.jp/kurashi/pet/1003920/
1012572.html

〇問合せ先：刈谷市役所 環境推進課
環境政策係

New 62 〇 〇 なし

生産性向上 小牧市/愛知
県

小牧市中小企業デジタル化支援補助金 2025年4月1日(火)～2026年2
月27日(金）

100万円 1/2 市内に事業所を有する中小企業等 〇市内事業所で取り組む事業。
〇国・県・その他の機関から同一事業に対して補助金を受給している事業は、対象外。
〇本補助金におけるデジタル技術の導入とは、下記のいずれかに該当するもの。
　(1) AI （人工知能）を利用した取組み
　(2) IoT（モノのインターネット）を利用した取組み
　(3) RPA（手作業やPC業務の自動化）を利用した取組み
　(4) クラウドサービスを利用した取組み
〇交付申請時に「こまき新産業振興センター」が発行する「確認書」が必要です。

生産性向上のため、デジタル技術を導入する事業者に対し、 その経費の一部を補助しま
す 。

対象事業）
デジタル技術を導入して生産性向上を図る取組みで、申請書の提出をした年度の2月末日
までに当該設備等の設置が完了するもの。

http://www.city.komaki.ai
chi.jp/admin/soshiki/chii
kikassei/syoukou/1/6/2/
40561.html

〇問合せ先：小牧市役所 商工振興課
新産業創出係

63 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
新商品開発・
新分野展開・
業態転換・
生産拠点整備

三重県 三重県エネルギー価格等高騰対応生産
性向上・業態転換支援補助金
（第1期）

2025年3月4日(火)～2025年4
月10日(木)

200万円 1/2以内 三重県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等 〇三重県版経営向上計画の認定申請を行うことができる者
〇エネルギー価格等高騰の影響を緩和する生産性向上や業態転換の取組を実施することで、従業
員の賃金引き上げにつなげようとする者
 　※賃金引き上げは必須要件ではありませんが、事業実施期間内に、従業員の賃金引き上げに
取り組む事業者に対しては加点措置を行います。
〇同一事業者が同一内容で本制度以外の国・市町等が助成する他の制度（補助 ・ 委託事業等）
を活用して重複する補助事業を実施している場合には本補助金の対象外です。
〇補助金申請時に作成した経営向上計画書に基づいて「三重県版経営向上計画（ステップ２以
上）」を策定し、令和7月末までに公益財団法人三重県産業支援センターに提出し、三重県の認
定を受けてください。

原油、ガス、電気等のエネルギー価格が高騰し、企業活動に様々な影響を及ぼしていま
す。本補助金は、こうした状況にあっても、従業員の賃金引き上げ等につながるよう、エ
ネルギー価格等高騰の影響を受けている中小企業等が、エネルギー価格等高騰の影響を緩
和するために生産性向上や業態転換を行い、もって意欲的な経営向上等をめざす取組を支
援することを目的とします。

対象事業）
エネルギー価格等高騰の影響を緩和し、生産性向上や業態転換を図るために実施する以下
の経営向上の取組
　(1)省エネルギー機器や完全事業消費用再生可能エネルギー装置の導入による生産性向
上
　(2)省力化・作業効率化・生産能力増強等のための設備導入やＤＸの導入による生産性
向上
　(3)サプライチェーンの強靭化のための部素材の内製化、製造工程の見直し等の事業再
構築
　(4)需要が見込める分野にシフトして収益の柱を作る事業再構築
　(5)新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ等による事業再構築
　(6)新たな需要が見込める既存商品のブランド力強化や新たな顧客層の掘り起こしにつ
なげる販路開拓
　(7)その他エネルギー価格等の高騰に対応するための取組

交付決定日～2025年10月31日ま
で

https://www.pref.mie.lg.j
p/SHINSAN/HP/m014300
0177_00023.htm

〇問合せ先・申請書提出先：
公財) 三重県産業支援センター 経営
支援課  生産性向上補助金 係
〇申請方法
郵送のみ
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おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

New 64 〇 〇 なし

生産性向上 大垣市/岐阜
県

令和7年度
企業DX支援事業補助金
（IoT導入支援）

2025年4月1日(火)～随時
※予算額に達した時点で募集を
終了

100万円 補助対象経費の1/2以内

※補助対象経費から国・県等の補助金を差し引い
た額を基準とします。

市内に住所を有する中小企業者・事業者（製造業に限る） 〇対象条件
従来から行われている単独機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、そこか
ら収集される各種の情報・データを活用して、次のいずれか又は、複数を行うことが必要になり
ます。
・監視（モニタリング）
・保守（メンテナンスサービス）
・制御（コントロール）
・データ分析（アナライズ）
〇市内の工場・事業所等に設備を導入するものが対象となります。
〇実績報告書は、事業完了後30日以内、または令和8年3月27日までのいずれか早い日までに提
出。

大垣市では、生産性向上や、業務の効率化などを目指す事業者の皆様を支援するため、製
造現場等におけるDXの取り組みに係る経費の一部を補助します。

支援内容）
本補助金は以下の(3)IoT挿入支援が対象です。
(1)DX人材育成支援
(2)スマート経営アドバイザー派遣支援
(3)IoT導入支援

IoT導入支援の概要）
製造現場の課題解決等のため、IoT・ロボット・AI等の先端技術を活用した取り組みの支
援

https://www.city.ogaki.lg.
jp/0000060946.html

〇問合せ先：大垣市経済部産業振興
室

New 65 〇 〇 なし

生産性向上 福井県 令和7年度
ふくいDX加速化補助金

1次募集：
2025年4月1日(火)～2025年5
月30日(金)17時必着
2次募集：
2025年7月1日(火)～2025年7
月31日(木)17時必着

400万円 1/2（小規模事業者は2/3） 〇県内の中小企業・小規模事業者 〇「デジタルツール」とは、デジタル技術を活用した「機械装置」、自社の業務のために構築お
よび導入する「情報システム」や「パッケージソフトウェア」、月額や年額の利用料を支払い、
サービスを利用する「サブスクリプションサービス」、自社に設備を設置せず、遠隔地に設置さ
れた設備からネットワーク経由でサービスを利用する「クラウドサービス」等、デジタル技術を
活用した機械装置やシステム、ソフトウェア等を指し、これらを幅広く本事業の補助対象としま
す。
〇補助金の対象事業となるには、単にデジタルツールを導入するだけでは足りず、導入したデジ
タルツールを活用し、自社の生産性や業務等の変革を図り、付加価値や売上を向上させ、競争上
の優位性を確立する取組みである必要があります。

県内中小企業者等が、IoT・AI・VR・RPA・クラウドサービス等のデジタルツールを導入
し、業務効率化や生産性向上、業務等の変革を図る取組みを支援することで、県内産業の
DX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させる 。

対象事業）
デジタルツールを活用し、自社の生産性向上や業務等の変革を図り、自社の付加価値や売
上を向上させ、競争上の優位性を確立しようとする取組み、又はその取組みをもとに、新
たなビジネスモデルの構築を目指し、ITシステムの開発、改修等に取組む事業であって、
DXを加速するための社内体制の整備や人材育成に積極的に取り組む事業者が福井県内で
実施する事業

交付決定日～2026年1月31日 https://www.fisc.jp/subsi
dy/dxkasoku/

〇問合せ先：
公財)ふくい産業支援センター 経営支
援部

New 66 〇 〇 〇 なし

生産性向上・
生産設備の省
エネ化

鯖江市/福井
県

令和7年度
チャレンジ企業応援補助金

2025年4月1日(火)～2025年6
月2日(月) 17時15分

200万円 2/3以内 市内に主たる事業所を有する法人・個人事業主で、製造加工業を営むもの 〇審査会での審査が必要となる補助金です。 市内事業者者が行う次の事業を支援します。

対象事業）
①新製品・新技術開発事業：新製品または新技術の開発など製造技術の高度化に関する取
り組みを支援します。
②新事業創出・業種転換事業：新事業の創出および業種転換等を支援します。
③IoT導入事業：人手不足の解消と事務の効率化による生産性向上や労働力確保、省エネ
推進のためのIoT導入を支援します。

https://www.city.sabae.fu
kui.jp/kanko_sangyo/kigy
oshien/kigyoshien/shien_
boshu/Shoko_challenge.h
tml

〇問合せ先：鯖江市 産業振興課

67 〇 〇 なし

生産性向上 富山県 富山県中小企業トランスフォーメー
ション補助金
（第2次募集）

2025年2月25日～2025年7月
31日

課題見える化枠（見える化）：100万円
課題見える化枠（対策）：500万円

DX枠：500万円
GX枠：500万円

課題見える化枠（見える化）：一律3/4
課題見える化枠（見える化）以外：
・中小・組合：1/2 or 2/3（※）
・小規模：2/3 or  3/4（※）

※ 補助率引上げ要件（給与支給総額を3%以上引
上げ）

県内に主たる事務所を置く（本社登記が県内）、中小企業者、小規模事業者等 〇対象事業
　・課題見える化枠（見える化）：外部機関による診断等によりエネルギー使用量、二酸化炭素
排出量、機器稼働状況等を見える化する取組み
　・課題見える化枠（対策）：見える化後、継続的な見える化や顕在化した課題への対策により
現場改善につなげる取組み
　・DX枠：デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善を図る取組み
　・GX枠：二酸化炭素の排出量削減に資する業務プロセスの改善や先進的な取組み
〇「課題見える化枠(①見える化)」を除く全ての枠について、実施期間中に事業場内賃金(時給
単価)の平均 10 円以上引上げが必須
〇補助率引上げ要件
　事業実施期間内（実績報告提出日まで）に給与支給総額（月額）を前年同月比で3％以上引き
上げること。

物価やエネルギー価格の高騰等による厳しい経済状況の中にある事業者の皆様を対象に、
エネルギー使用量、二酸化炭素排出量、機器稼働状況等の見える化により自社課題を見極
め、現場改善につなげる取組みや、課題解決のためＤＸやＧＸを通して業務プロセス・事
業構造の変革や最適化を図る意欲的な取組みを幅広く支援するものです。また、生産性の
向上による賃上げに向けた取組みを実施された場合は補助率の引上げにより、支援を一層
強化します。

2025年1月31日～2026年1月9日 https://www.tonio.or.jp/i
nfo/20231214-
xformation/

〇問合せ先：富山県中小企業トラン
スフォーメーション補助金事務局

New 68 〇 〇 なし

生産性向上 堺市/大阪府 令和7年度
堺市中小企業デジタル化促進補助金

2025年5月1日(木)～2025年8
月29日(金)

※本補助金を申請される方は、
2025年7月16日(水)17時まで
に堺市産業振興センターか堺商
工会議所の担当窓口へ申込をす
る必要があります。

100万円 1/2以内 堺市内に主たる事業所を有する中小企業者（みなし大企業は除く） 〇主な申請要件
(1)事前に、堺市産業振興センターの「産業DX支援センター」又は、堺商工会議所の「IT導入・
デジタル化支援専門家派遣」の支援を受けている必要があります。
　本補助金を申請される方は、2025年7月16日(水) 17 時 まで に それぞれの支援施策の担当
部署へ申込する必要があります。
(2)「マナビDX」に掲載しているオンライン講座を受講すること。
(3)「堺DX診断」を受信すること。
〇以下のいずれにもあてはまらないこと。
・市税の滞納がある。
・本募集に対して、同一事業者として既に申請している。
・過去に堺市中小企業デジタル化促進補助金の交付を受けている。
・本事業への申請内容と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等
の資金助成を受けている、または受ける予定である。

人手不足や原油価格高騰をはじめとする、企業を取り巻く環境が急激に変化している中
、市内中小企業の生産性向上をめざし、 市内中小企業がデジタルツールを活用して、将
来にわたり継続的に自社の業務の成長・発展に取り組む費用の一部を補助することで、市
内中小企業の経営基盤の強化を図ります。

対象事業）
デジタルツール(※1)を活用して、将来にわたり継続的に自社業務の成 長 ・発展を図る
補助事業

※1 「デジタルツール」とは、本事業においては、「IoT」、「AI」、「ロボット」、
「RPA」、「ソフトウェア」、「クラウドサービス」をいう 。

交付決定日から2026年2月13日ま
で

https://www.city.sakai.lg.
jp/sangyo/shienyuushi/d
x_shien/digitalka.html

〇問合せ先：堺市産業振興局 産業戦
略部 地域産業課

Update 69 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

四條畷市/大
阪府

なわて事業者チャレンジ支援補助金 設備導入支援補
助金

2024年6月1日(土)～2025年5
月31日(土)

設備導入支援補助金：1,000万円 1/2（※）

※省エネ対策設備 、再エネ発電設備 、先端設備等
導入計画に基づくもの、新しい生活様式に対応し
た設備を導入した場合や申請事業者において働き
方改革に対する取組みを実施する場合、補助率を
最大4/5まで引き上げ。

市内に事業所がある中小企業者び個人事業主 〇対象経費
　中小企業診断士、税理士または認定経営革新等支援機関が認定する事業計画に基づき、職場環
境の改善または経営に資するための設備導入に要する費用
〇省エネルギー対策設備、再生可能エネルギー発電設備、先端設備等導入計画に基づく設備、
新しい生活様式 に対応した設備について
　①省エネルギー対策設備
　　令和4年度補正予算 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金補助対象設備製品型番登
録要領に基づき登録された設備、又は登録基準を満たす設備であること 。
　②再生可能エネルギー発電設備
　　太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーを利用し て、自社で使用
するエネルギーに充当する設備であること。
　③先端設備等導入計画に基づく設備
　　「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上
を図るための「先端設備等導入計画」を策定し、四條畷市から認定を受けて新たに導入する設備
であること。
　④新しい生活様式に対応した設備
　　新しい生活様式に対応した設備で、換気・衛生管理・対人距離の確保の目的を持って導入す
る比較的規模の大きな設備であること。

地域経済の好循環の創出を趣旨に、各事業所の経営の拡大や職場環境の改善、また、創業
希望者に対して積極的な市内での創業を促すことをねらいに 、意欲ある事業者が行う経
営的に自走できる環境の構築に向けた投資に対して支援することで 、市内商工業の活性
化を図ることを目的とします 。

対象事業）
(1)既存事業者向け
　①設備導入支援補助金（※）
　②販路開拓支援補助金
　③事業計画策定支援補助金
(2)新規創業者向け
　④新規創業 改修等 支援補助金
　⑤創業支援補助金
　⑥事業計画策定支援補助金

※上記事業の内、有効な補助金は以下の通りです。
「(1)既存事業者向け」の「①設備導入支援補助金」

交付決定日～2025年5月31日まで http://www.nawate-
sci.or.jp/nawatechallenge
/index.htm#q1

〇問合せ先：なわて事業者チャレン
ジ支援制度専用回線

New 70 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

京都府 令和7年度
産学公の森（企業の森・産学の森）
推進事業 補助金

2025年4月1日(火)～2025年5
月30日(金)17時必着

アーリーステージコース：　120万円
事業化促進コース：　2,000万円

本格的事業展開コース：　5,000万円

アーリーステージコース：1/2
事業化促進コース：1/2以内（15%※）
本格的事業展開コース：1/2以内（15%※）
※土地造成費、建物建設費、本格的な生産・販売
設備は15％以内

京都府内に拠点を有する中小企業を代表企業とし構成企業又は大学等研究機関が1者以上参画する、産
産 ・ 産学連携グループ（構成企業には京都府内に拠点を有する大企業も参画可）

ただし、グループを構成する企業のうち、 ｢スタートアップ企業 ｣においては、京都府内に拠点が無い
場合であっても、財団理事長が認める場合に限り 補助金の交付対象企業とします。
また、代表企業と構成企業が親会社・子会社の関係にある場合は、代表企業もしくは構成企業のどちら
か一方のみが補助金の交付対象となります 。

〇対象事業要件
京都府内に本補助事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小企
業者を代表企業とし、構成企業又は大学等研究機関を含む2者以上からなる産産連携グループ又
は産学連携グループであること。
〇公益財団法人京都産業21が令和7年度に実施する「京都エコノミック・ガーデニング支援強化
事業」「共創型ものづくり等支援事業」とは併願申請できません。
〇国等他の機関が実施する他の制度において併願が認められている場合にあっては、併願申請は
可能ですが、他の補助金、助成金等の交付を受けている費用について、併用適用できませんので
御注意ください。

地球温暖化、食糧問題など様々な社会課題の解決は、持続可能な社会の構築だけでなく成
長産業として経済の活性化にも寄与するものですが、企業単独での解決を図ることは困難
であり、オープンイノベーションによる社会課題解決型ビジネスの創出が求められていま
す。本補助金では、企業や大学等研究機関と連携し、社会課題の解決に寄与する新たなビ
ジネス創出を図る産学公による取組を支援します。

対象事業）
①アーリーステージコース：目指すべきグループ事業像の設定や実現に向けた勉強会・研
究会、セミナー、ワークショップ、市場調査等の調査、要素技術の可能性検証、技術研修
等
②事業化促進コース：試作品・サービス等の開発、テスト販売等による本格的な市場調
査・販路開拓等
③本格的事業展開コース：実用化に向けた応用研究・生産技術開発、量産設備投資（生産
体制の構築、販売・サービス提供の拠点整備等）、それらと連動した販路開拓等

交付決定日から12箇月間 https://www.ki21.jp/subs
idy/kobo-r7-mori/

〇問合せ先：公財)京都産業21 企画
総務部 事業成長支援担当

New 71 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発・
新分野展開

京都府 令和7年度
京都エコノミック・ガーデニング支援
強化事業補助金

2025年4月1日(火)～2025年5
月23日(金) 17時必着

事業創生コース：100万円
事業化促進コース：1,000万円

本格的事業展開コース：3,000万円

事業創生コース：1/2以内
事業化促進コース：1/2以内（15%※）
本格的事業展開コース：1/2以内（15%※）
※土地造成費、建物建設費、本格的な生産・販売
設備は15％以内

京都府内に本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小企業者 〇京都府が推進している「産業創造リーディングゾーン」関連の取組や、グローバル展開を図る
取組などを特に求めています。
〇対象要件
京都府内に本補助事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小企
業者で、かつ生産性向上と高付加価値化の同時実現を目指す持続可能性の高い事業に取り組む者
〇財団が令和7度に実施する「産学公の森（「企業の森・産学の森」）推進事業」、「共創型も
のづくり等支援事業」とは併願申請できません。
〇国等他の機関が実施する他の制度において併願が認められている場合にあっては、併願申請は
可能ですが、他の補助金、助成金等の交付を受けている費用について、併用適用できません。

近年の社会経済情勢の著しい変化を受け、「持続性」の高い産業構造の構築が求められて
おり、府の経済のみならず、産業基盤及び地域社会の維持形成、社会課題の解決におい
て、スタートアップ企業をはじめとする中小企業の役割がより一層重要となっています。
こうした中で、国内人口の減少に伴う人材不足や国内市場の縮小、サプライチェーンのグ
ローバル化に伴う原材料価格の高騰に加えて、人件費の上昇、急速に進展する生成AIや
DX化への対応など、複雑化している経営環境に対応するため、プロセス（工程）の見直
しによる生産性向上と高付加価値化の同時実現ができる事業が求められています。
本補助金では、自社の強みの見極め、磨き上げ、組合せを徹底的に追求し、生産性向上と
高付加価値化の同時実現を目指す事業者に対し、企画検討からデータ分析、課題調査、試
作開発、実証、販路開拓、さらには応用研究、生産技術開発、量産体制整備等に至る一連
のビジネス構築を支援します。

対象事業）
京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業は、単独の企業に対し、生産性向上と高付
加価値化の同時実現を目指す持続可能性の高い多様な事業化の段階（計画～販路開拓・設
備投資）に対応できるよう、以下の３つの支援メニューを設けています。
①事業創生コース：データ分析や課題調査等によるプロセス（工程）の見直し等、事業計
画段階で必要となる取組
②事業化促進コース：生産性向上・高付加価値化の同時実現のための試作品・サービス等
の開発、テスト販売等による本格的な市場調査・販路開拓等
③本格的事業展開コース：実用化に向けた応用研究・生産技術開発、量産設備投資、それ
らと連動した販路開拓等

交付決定日から12箇月間 https://www.ki21.jp/subs
idy/kobo-r7-eg/

〇問合せ先：公財)京都産業21 企画
総務部 事業成長支援担当
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New 72 〇 〇 なし

生産性向上 京都市/京都
府

京都市DXモデル構築プロジェクト 2025年3月26日(水)～2025年5
月30日(金) 17時

【令和7年度】
専門家派遣によるDX戦略の構築
ITコーディネータ等の専門家派遣によるDX
戦略の構築と「DX認定制度」への申請支援

【令和8年度】
DX構築に係る補助金支援：300万円

【令和8年度】
DX構築に係る補助金支援：1/2以内

〇京都市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業等
〇主たる事業所を京都市内に設けている中小企業等で構成する団体

〇支援内容
支援内容は、(1)、(2)に係る支援については令和7年度に実施し、(3)に係る支援については令和
8年度に実施します。
⑴ 専門家派遣によるDX戦略の構築【令和7年度】
　ITコーディネータ等の専門家派遣を行い、専門家が事業者と共に経営課題や業務課題を整理
し、効果的なDX戦略の構築について伴走支援。
⑵ DX認定への申請支援【令和7年度】
　(1)の支援を通じて、国が実施するDX認定制度への申請に対する支援。
⑶ DX構築に係る補助金支援【令和8年度】
　構築したDX戦略に基づくITツール等の導入経費を補助します。
〇「デジタル化枠」については、令和2年度「中小企業等IT利活用支援事業」及び令和3～5年度
「中小企業デジタル化推進事業」の補助金の交付を受けた者は対象外

本補助金は、物価高騰や人材不足により、市内中小企業における経営環境が厳しくなる
中、AIやIoT、ロボット導入等を活用し、業務・組織を変革し、新たなビジネスモデルの
創出や企業価値の向上に取り組む京都市内の中小事業者等を対象に、専門家による経営課
題、業務課題の分析、課題解決に向けたDX戦略計画の検討から構築までの一連の事業を
2ヶ年で支援し、各業種・業界の京都市内におけるDXのモデルケースとなるような事例を
輩出することを目的としています。

対象事業）
補助金の交付対象事業となるものは、DXに係る事業計画に基づき、既存のITシステム等
を活用し、新たにAIやIoT、ロボット導入等の活用を図りながら、業務・組織を変革し、
新たなビジネスモデルの構築や企業価値の向上に取り組むものであって、事業終了後も効
果的かつ継続的に活用される事業を対象とします。

支援採択決定通知日から2027年2
月26日まで

https://www.astem.or.jp/
entre/dx-model

〇問合せ先：
公財）京都高度技術研究所
京都市ＤＸモデル構築プロジェクト
運営事務局

New 73 〇 〇 〇 なし

生産性向上 宇治市/京都
府

宇治市先端設備等導入支援補助金 2025年1月29日(水)～2026年1
月30日(金) 17時

※予算の上限に達し次第、受付
終了

対象設備1件あたり：50万円
1事業者あたり：100万円（※）

※従業員に対する賃上げ方針の表明を記載し
た先端設備等導入計画に基づき、本補助金の

交付申請を行う事業者は200万円まで

1/2以内 中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する者 〇対象事業の要件
　①先端設備等導入計画の認定申請時に、年平均の投資利益率が5％以上となることが見込まれ
ることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達
成するために必要な設備
　②設備の種類と最低価額
　　・機械装置：160万円以上
　　・工具：30万円以上
　　・器具備品：30万円以上
　　・建物附属設備：60万円以上
　　・ソフトウェア：70万円以上

市内中小事業者の経営力強化を促進するために、労働生産性の向上を目的とした先端設備
等の導入を行う事業者に対し、本補助金を交付します。

対象事業）
宇治市長から認定を受けた「先端設備等導入計画 」に基づく事業

※本補助金申請時点で「先端設備等導入計画 」の認定を受けていること。

交付決定日から2026年2月27日ま
で

https://www.city.uji.kyoto
.jp/site/ujinext/54306.ht
ml

〇問合せ先：宇治市 産業観光部 産業
振興課

New 74 〇 なし

生産設備の省
エネ化

岡山市/岡山
県

岡山市省エネ機器更新緊急支援補助金
（第4弾）

2025年5月7日(水)～2025年5
月20日(火)

200万円 2/3 市内に事務所を有する中小・小規模事業者 〇第1弾、第2弾、第3弾の交付決定を受けた事業者を除く
〇対象となる事業用の省エネ設備・機器
　・市内の工場・店舗・事務所等へ設置するもの。自宅兼事務所等への設置は対象外です。
　・生産設備やサービス等を提供するために必要な事業用の省エネ設備・機器（更新に限定）

エネルギー価格高騰の影響を受ける市内中小・小規模事業者を緊急的に支援するため、工
場・店舗・事務所等で使用する事業用の設備･機器を更新し、省エネ化するために必要な
経費の一部を助成します。

交付決定日～2025年12月7日(金) https://syoene2023-
3.okayama-shinsei.jp/

〇問合せ先：岡山市省エネ機器更新
緊急支援補助金コールセンター

75 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

鳥取県 令和5年度
鳥取県産業未来共創事業 〈経営革新
型〉

随時 1,000万円
重点分野の取組：1,500万円

1/2
※組合・任意グループは2/3

県内に主たる事務所を有する中小企業者 〇経営革新計画 の承認を受けた者。
〇本補助金とは別に 県から 同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業につ
いては、補助対象としないものとする。
〇重点分野の取組で設備投資支援事業の補助対象経費が、全体の補助対象経費の1/2以上の場合
は、下記(1)、(2)のいずれかを満たすこと。
　(1)常時雇用労働者又は高年齢常時雇用労働者が1名以上増加すること
　(2)次に掲げる要件を全て満たすこと。
　　ア) 常時雇用労働者及び高年齢常時雇用労働者の合計数が減少しないこと
　　イ) 補助対象期間の始期と終期において付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合
計額)又は一人当たりの付加価値額の伸び率が1年で3/100以上となること

県内事業者が実施する新規性の高い取組 や地域への波及効果を創出する取組を支援し、
もって県内経済の再生・発展を図ることを目的とします。

経営革新型）
新たな取組により付加価値額が増加する計画であること。
※経営革新計画の承認を受けた事業であること。

https://www.pref.tottori.l
g.jp/311526.htm

〇問合せ先：鳥取県商工労働部企業
支援課
〇相談窓口および申請先：
　最寄りの商工会議所・商工会・中
小企業団体中央会

Update 76 ◎ ◎ なし

生産性向上 鳥取県 鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支
援補助金

2025年1月23日(木)～2025
年9月30日(火)

一般型：500万円（※1）
大規模成長投資型：1,500万円（※2）

※1 従業員数により上限額が異なります。
※2 小規模事業者は上限額が500万円

一般型：1/2（小規模事業者は2/3）
大規模成長投資型：1/2

県内に主要な事業所を有する中小企業者 〇次の事項すべてを満たす事業者であること（※詳細は募集要領を参照）
　(1)従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3％以上（大規模成長投資型は5％以上）引き上
げること
　(2)パートナーシップ構築宣言を行った者
　(3)付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、3年間で9％以上伸び
ることが見込まれること
　(4)従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること
　※(3)および(4)は大規模投資促進型のみ必要です。

厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者等
が行う生産性向上等に資する設備投資、人材育成等を支援し、事業拡大と持続的な賃金引
上げによる地域経済の好循環を実現していくことを目的としています。

事業類型）
一般型：持続的な賃金の引上げを目指すために行う生産性向上、省力化、自動化、販路拡
大、人材確保・育成等の取組
大規模成長投資型：持続的な賃金の引上げを目指すために行う大規模成長投資（生産性向
上や事業拡大）の取組

認定日から最長2025年12月31日
まで

https://www.pref.tottori.l
g.jp/318420.htm

〇問合せ先：
鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上
支援補助金事務局（鳥取県商工労働
部企業支援課）

77 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

島根県 令和7年度当初予算
中小企業団体経営基盤緊急強化支援事
業補助金

2025年4月1日(火)～2025年8
月22日(金) 17時必着

第一次締切：2025年５月9日
第二次締切：2025年6月13日
第三次締切：2025年7月18日
第四次締切：2025年8月22日

ハード事業：2,000万円
ソフト事業：400万円

1/2
(団体構成員の2/3以上が小規模事業者である場合
は2/3）

〇原油価格・原材料価格高騰の影響を受けている島根県内に主たる事業所を有する以下の団体
　◎事業協同組合 ◎事業協同小組合 ◎企業組合 ◎協業組合 ◎商工組合 ◎商店街振興組合
　◎生活衛生同業組合 ◎社団法人(ただし、社団法人構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る)

〇事業区分
ハード事業：原油価格・原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する設備導入
費、設備更新費、ソフトウェア導入費、その他必要と認められる経費
ソフト事業：原油価格・原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する専門家指
導費、調査費、その他必要と認められる経費

組合・団体を対象に、原油価格・原材料価格高騰の影響を受けている中小企業者のコスト
削減や生産性向上に資する事業を支援いたします。

対象事業）
・原油価格･原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する事業であるこ
と。
・団体の定款に定めのある事業であること。
・個社ではなく団体で行うことによるスケールメリットがある事業であること。

交付決定日～2026年2月27日 https://www.crosstalk.or.
jp/dantai_keieikiban_r7.h
tml

〇問合せ先：島根県中小企業団体中
央会 連携支援課

78 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 徳島県 徳島県賃上げ環境整備促進事業費補助
金

2025年3月14日(金)～2025年5
月30日(金)

200万円 1/2以内 県内に事務所を有する中小企業者・小規模企業者（みなし大企業は除く） 〇以下の全ての要件を満たす事業を補助対象とします。
・自社の課題を踏まえ、策定した「経営計画」に基づいて実施する取組であること
・生産プロセスの改善、生産性の向上、収益構造の強化に資する設備投資等であること
・補助対象期間内に発注・納入・検収・支払・完了報告等の全ての事業の手続きが完了する事業
であること
・申請時からの賃上げ計画を策定すること
・徳島県内の商工団体（商工会・商工会議所等）の支援を受けながら取り組むこと
・「中小企業省力化補助金（カタログ注文型）」の対象設備でないこと
〇

本事業は、長期化するエネルギー価格の高騰や深刻化する人手不足など、企業を取り巻く
事業環境が厳しさを増す中、徳島県内の中小企業者等が、生産性の向上や成長力の強化を
図り、持続的な賃上げの実現に向けた取組を促進するため、策定した経営計画に基づく取
組に要する経費の一部を補助するものである。

対象経費）
生産プロセスの改善、生産性の向上、収益構造の強化に資する設備投資・システム投資に
係る経費
※詳細は、リーフレット・募集要項をご確認ください。

交付決定日から2026年1月30日 https://www.pref.tokushi
ma.lg.jp/jigyoshanokata/
sangyo/shokogyo/724796
9/

○問合せ先：
徳島県賃上げ環境整備促進事業費補
助金　運営事務局
（経済産業部 経済産業政策課 団体・
振興担当）
〇提出先：
支援を受ける支援機関（商工会・商
工会議所等）まで持参により提出す
ること
※支援機関から事務局へ提出

79 ◎ ◎ ◎ なし

新商品開発お
よび事業化

愛媛県 令和7年度
愛媛県新技術開発プロジェクト支援事
業費補助金

2025年4月1日(火)～2025年4
月25日(金)

キックオフステージ：200万円
チャレンジステージ：500万円

事業化ステージ：1,000万円

2/3 〇県内に本社を有する中小企業者等（※みなし大企業は除く） 〇事業化ステージは学術機関等との連携が必須
　学術機関等との連携とは）
　事業化ステージを申請するにあたっては、補助対象者は、大学等との共同研究契約や技術指導
受入契約等を締結すること。ただし、愛媛県の公設試験研究機関との委託研究費は補助対象外。
〇補助事業は、 愛媛県内において行うこと。

愛媛県では、県内において新たなサービスの実用化や製品化に向けた事業を開始しようと
する中小企業者等に対して、その実現に向けた技術開発に必要な経費について補助するこ
とにより、県内経済の先行きの懸念やコロナ後の社会変化に柔軟に対応する成長企業を創
出し、県内産業の活性化を図ることを目的とします。

補助メニュー）
・キックオフステージ：基盤技術の可能性の検証、事業化に向けた調査研究、アイディア
の権利化の支援
・チャレンジステージ：十分な調査研究の結果をもとに行う新たな技術の実用化に向けた
研究支援
・事業化ステージ：研究開発成果の事業化に向けた試作品の開発や事業展開に向けた実用
化の支援（※）
　※大学等学術機関との連携が必須

交付決定日から2026年2月27日 https://www.pref.ehime.j
p/page/104650.html

〇問合せ先：
愛媛県庁経済労働部産業支援局
産業創出課技術振興グループ

New 80 ◎ ◎ なし

生産性向上 愛媛県 令和7年度
愛媛県産業DXモデル横展開事業費補
助金
（フラグシップモデル導入型）

2025年3月27日(木)～2025年5
月7日(水)

1,000万円 1/2以内 県内に本社 及び 本店を置く中小企業者等（みなし大企業は除く） 〇DX（デジタルトランスフォーメーション）
本補助金において、DXとは 県内中小企業者等がビジネス環境の変化に対応し、データやデジタ
ル技術を活用して顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、業務そ
のものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革することにより、競争上の優位を確立すること
をいう。
〇県内で実施する取組みに限る。
〇「フラグシップモデル導入型］の要件
　①DXに必要な自社の 課題 解決に向けた取り組みであること
　②フラグシップモデルの取組事例を参考とすること
　※公募要領等を参照ください。

本補助金は、県が県内中小企業におけるDX先行モデルとして選定した事例等を参考に、
自社のDXを推進するために必要な設備投資等の経費の一部を支援することにより、県内
中小企業におけるDX先行事例等の導入を加速化させることを目的として実施します。

対象事業）
本項目は「①フラグシップモデル導入型」が対象です。

【事業類型】
①フラグシップモデル導入型
　県が選定したDXフラグシップモデル事例を参考に、自社の課題を踏まえ、その課題を
解決するためにDXに取組む事業
②トライアングルエヒメモデル導入型
　トライアングルエヒメ推進事業採択事業者と連携し、県内事業者がトライアングルエヒ
メ成功モデルの導入に取り組む事業

交付決定日から2026年2月27日ま
で

https://www.pref.ehime.j
p/site/madoguchi/106162
.html

〇問合せ先：
愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業
創出課
創業支援・産業DXグループ

New 81 〇 〇 なし

生産性向上 愛媛県 令和7年度
愛媛県産業DXモデル横展開事業費補
助金
（トライアングルエヒメモデル導入
型）

2025年3月27日(木)～2025年9
月30日(火)

100万円 1/2以内 県内に本社 及び 本店を置く中小企業者等（みなし大企業は除く） 〇DX（デジタルトランスフォーメーション）
本補助金において、DXとは 県内中小企業者等がビジネス環境の変化に対応し、データやデジタ
ル技術を活用して顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、業務そ
のものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革することにより、競争上の優位を確立すること
をいう。
〇県内で実施する取組みに限る。
〇［トライアングルエヒメモデル導入型］の要件
　①県内ものづくり企業（製造業）における成功事例の横展開であること
　②トライアングルエ ヒメ推進事業の採択事業者との連携
　※公募要領等を参照ください。

本補助金は、県が県内中小企業におけるDX先行モデルとして選定した事例等を参考に、
自社のDXを推進するために必要な設備投資等の経費の一部を支援することにより、県内
中小企業におけるDX先行事例等の導入を加速化させることを目的として実施します。

対象事業）
本項目は「②トライアングルエヒメ導入型」が対象です。

【事業類型】
①フラグシップモデル導入型
　県が選定したDXフラグシップモデル事例を参考に、自社の課題を踏まえ、その課題を
解決するためにDXに取組む事業
②トライアングルエヒメモデル導入型
　トライアングルエヒメ推進事業採択事業者と連携し、県内事業者がトライアングルエヒ
メ成功モデルの導入に取り組む事業

交付決定日から2026年2月27日ま
で

https://www.pref.ehime.j
p/site/madoguchi/106162
.html

〇問合せ先：
愛媛県 経済労働部 産業支援局 産業
創出課
創業支援・産業DXグループ

- 10 / 12 -
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採用実績：当社顧客の採用実績について連絡のあった補助金_支援金_奨励金_助成金

No
FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

New 82 〇 〇 〇 なし

生産性向上 新居浜市/愛
媛県

令和7年度
新居浜市中小企業振興補助金

生産性向上機器
導入事業

事業完了日から30日以内、また
は2026年2月27日まで

※2月末日までに申請が行えな
かった場合、翌年度分として受
付。申請期間は４月１日から４
月末日まで

100万円 事業費の10/100以内 中小企業者等 〇生産性向上機器導入事業
　補助事業内容）中小企業者（団体）が生産性向上に資する機器を導入したとき。
〇事業範囲）
　生産性向上に資する機器の導入は、生産システムの合理化、製品の高付加価値化及び効率化を
図るためのNC（数値制御）工作機械その他市長が認めた機器の導入（リース及びレンタルを含
む。）

　※その他市長が認めた機器とは：産業ロボット、レーザ加工機等

新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けていま
す。

対象事業）
以下のタイプあり、本項目は「生産性向上機器導入事業」が対象です。
・共同施設設置事業
・事業所設置事業
・空き店舗活用事業
・産業財産権取得事業
・人材養成事業
・市場開拓及び催物等事業
・生産性向上機器導入事業
・外国人人材活用支援事業
・人材確保事業
・労働環境改善事業

～2026年2月28日まで https://www.city.niihama.
lg.jp/soshiki/sanshin/shi
nkoujyosei.html

〇問合せ先：新居浜市産業振興課

New 83 ◎ なし

生産性向上 高知県 令和7年度
高知県食品加工施設等整備促進事業費
補助金

2025年4月2日～2025年5月8
日 17時15分

5,000万円 1/2以内 高知県内で食品を製造する中小企業者等 〇以下の要件を満たすこと
(1) 事業戦略を策定済みであること
(2) 事業実施後5年以内に、現状の年間輸出額に対して1,000万円以上の増加、若しくは、30
パーセント以上の増加額の、いずれか高い方を達成すること
(3) 事業実施後5年以内に、本補助事業により生産される商品について、年間に使用する主要原
材料の仕入れに係る金額又は数量の県内産物の占める割合を30％以上とすること
(4) 事業実施後5年度目終了時点において、従業員数を1名以上増加させていること（新規雇用者
は、県内での直接雇用に限る）
(5)投資効率が1.0以上であること

本補助金は、県内で食品を製造する事業者が、輸出拡大を目的として取り組む『商品づく
り』、『衛生管理レベル向上』及び『安定供給体制の強化』に必要な機器導入や施設整備
等の費用の一部を助成することで、県内食品産業の持続的かつ発展的な経営基盤の強化を
図るとともに、原材料生産や新規雇用を通じた地域経済の活性化に寄与することを目的と
します。

対象事業）
1)輸出先国のニーズに対応した商品づくりに必要な取組
2)ISO22000、GFSI承認規格(FSSC22000、JFS-C等）、ハラール、コーシャ、JFS-B等
の取得又はFSMA（米国食品安全強化法）への対応に必要な取組
3)輸出先国から要求される出荷時期やロットに対応した安定供給の確保及び生産拡大に必
要な取組

交付決定日～2026年3月3日 https://www.pref.kochi.lg
.jp/doc/2025032500302/

〇問合せ先：高知県 産業振興推進部
地産地消・外商課 輸出振興室

New 84 〇 〇 なし

生産性向上 高知県 令和7年度
高知県食品加工高度化支援事業費補助
金

2025年4月1日～2025年12月
26日

※審査会は6月、9月、12月の3
回開催を予定していますが、詳
細の日程と問合せ先にご確認く
ださい。
　申請書類の提出は審査会開催
日の1ヶ月前。

生産性向上・衛生管理向上：300万円
輸出等環境整備：100万円

商品改良・改良：100万円(※)

※商品開発のうちグリーン化の取組は最大
200万円

1/2以内または1/3以内（※）

※生産性向上（機器整備費）のデジタル化及びグ
リーン化の取組以外

県内に所在する食品関連事業の中小企業者等 〇事業区分
(1)生産性向上事業
製造工程の省力化、効率化及び在庫管理や品質管理体制の強化等により生産管理の高度化を推進
していく上で必要となる機器類（生産性向上を図るために一体的に整備するソフトウェア導入経
費を含む）
(2)衛生管理向上事業
HACCP に関する国際衛生基準の認証、米国食品安全強化法（FSMA）に求められる基準を満た
すために必要な機器導入及び施設改修工事、国際衛生基準認証取得や米国食品安全強化法
（FSMA）への対応に係るコンサルティング事業
(3)輸出等環境整備事業
海外への輸出やインバウンドへの対応を推進していく上で必要となるハラール認証及びコーシャ
認証取得に係るコンサルティング、審査及び認証に係る事業
(4)商品開発事業
商品開発において、必要となる専門家アドバイス、栄養成分分析、パッケージの開発及び販促物
の製作等の事業
(5)商品改良事業
商品開発において、必要となる専門家アドバイス、栄養成分分析及びパッケージの改良等の事業

この補助金は、県内の食品関連事業者の事業戦略等（事業戦略等が未策定の場合は事業化
プラン）に基づく生産性及び衛生管理向上、輸出やインバウンドへの対応に向けた環境整
備、商品開発・改良の取組において必要となる経費の一部を助成することにより、地産外
商に対する挑戦を後押しし、本県経済の一層の飛躍を図ることを目的としています。

対象事業）
※本補助金のうち以下の1)生産性向上事業が対象
1)生産性向上事業
2)衛生管理向上事業
3)輸出等環境整備事業
4)商品開発事業
5)商品改良事業

交付決定日～2026年2月28日 https://www.pref.kochi.lg
.jp/doc/2025032500401/

〇問合せ先：高知県 産業振興推進部
地産地消・外商課

85 ◎ ◎ なし

生産性向上 福岡県 令和7年度
福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊
急支援補助金

2025年3月4日(火)～2025年6
月16日(月) 12時

提出期限）
1次募集：2025年4月7日12時
2次募集：2025年5月12日12時
3次募集：2025年6月16日12時
※上記は福岡県中小企業生産性
向上支援センターへの支援申込
書提出期限です。

大規模支援：1,300万円
小規模支援：200万円

2/3以内 〇県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業等
〇福岡県中小企業生産性向上支援センターの生産性アドバイザーによる支援を受けている。

〇福岡県中小企業生産性向上支援センターで作成した「生産性向上支援計画」に位置づけられて
いる事業が対象
〇従業員を雇用している場合、補助事業終了時までに、事業場内最低賃金を３０円以上引き上げ
ること
〇補助事業と同一内容の事業について、県又は他の公的機関から過去に補助金の交付を受けてい
る又は将来補助金の交付を受けることが確定しているときは対象外です。

本補助金は、福岡県内の中小企業等が省力化又は省エネ化により生産性を向上させ、賃上
げを行うために、県が設置する「福岡県中小企業生産性向上支援センター」による支援を
受けている企業を対象とした補助金です。
福岡県中小企業生産性向上支援センターに申込み、その支援を受けている福岡県内の中小
企業等が行う、省力化又は省エネ化に資する設備投資により生産性を向上させ賃上げを行
う取組みに対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内中小企業の競争力を
向上させ、もって地域産業の基盤強化を図ることを目的としています。

対象事業）
次のすべてに該当するもの。
・アドバイザーが必要かつ効果的であると認めて、アドバイザーが作成した生産性向上支
援計画に位置づけられていること
・交付対象者が福岡県内に有する工場又は事業所、その従業員等を対象としていること
・省力化又は省エネ化による生産性向上に効果的であること
・知事が必要かつ適当と認めること

交付決定日から2026年2月27日ま
で

https://www.pref.fukuoka
.lg.jp/contents/productivi
ty-improvement-subsidy-
2025.html

〇問合せ先：福岡県 商工部 中小企業
技術振興課 技術支援係
〇福岡県中小企業生産性向上支援セ
ンターへの生産性向上支援の申込み
は随時受付

86 〇 〇 なし

生産性向上 福岡県 中小企業経営革新・賃上げ緊急支援補
助金
（第1回）

2025年3月17日(月)～2025年4
月14日(月)

100万円 2/3以内 県内に本店を置く中小企業者等 〇要件）
　1)令和6年6月21日以降に福岡県から経営革新計画の承認（変更承認を含む）を受けているこ
と。
　2)補助対象期間最終月の12か月前から補助事業終了時までに事業場内最低賃金を時間給換算
で30円以上引き上げること。
　※上記以外の要件については、交付要綱を参照。

持続的な賃上げに取り組むため、経営革新計画の承認を受けて、経営革新計画の実現に向
けて取り組む福岡県内の中小企業者の方を対象に、 経営革新計画に基づく事業に必要な
経費の一部について補助します。

経営革新計画）
新商品や新サービスの開発、商品の新たな生産方式の導入など、新たな事業活動を行うこ
とにより、経営の相当程度の向上を図る事業計画
※詳細は最寄りの商工会議所または商工会にお問い合わせください。

交付決定日から2025年9月5日ま
で

https://www.joho-
fukuoka.or.jp/chinage/in
dex.html

〇問合せ先：
公財）福岡県中小企業振興センター

〇経営革新計画に関する問合せ先：
福岡県商工部新事業支援課　新分野
推進係

New 87 〇 〇 〇 なし

生産性向上 佐賀県 令和7年度
さが「きらめく」ものづくり産業創生
応援事業
（生産性改善・高度化補助金）

2025年4月1日(火)～2025年5
月23日(金)17時

500万円 2/3以内 中小企業者であって、佐賀県内において補助事業を行うことができる工場等の事業所を有するものづく
り事業者（みなし大企業は対象外）

〇同一内容の事業（申請した内容（経費））に関して、国、県、市町村、他の団体等が実施する
他の助成制度（補助金・委託費等）の採択を受けた事業は補助対象外です。

佐賀県においてものづくり産業に携わる中小企業者が行うDX又はGXの実現に向けた取組
であって、生産性改善・高度化を促進する事業に支援することを目的としています。

対象事業）
ものづくり事業者が行う、DX又GXの実現に貢献する取組であって、且つ、次の各号に掲
げる取組のいずれかに該当する事業とする。
①生産設備の更新や新規設備の導入、専門家によるシステム設計・管理等により生産効率
の改善又は生産環境の高度化に取り組むための投資
②新規設備やシステムの導入等によりテレワークの実施、事務・経理等の電子化に取り組
むための投資
③専門家派遣やレイアウト変更、新規システムの導入等により生産システムの見直し等に
取り組むための投資

交付決定日から2026年2月15日ま
で

https://www.infosaga.or.j
p/news/000207.php

〇問合せ先：
公財)佐賀県産業振興機構
佐賀県産業イノベーションセンター
ものづくり振興課

New 88 ◎ ◎ ◎ なし

新商品開発・ 佐賀県 令和7年度
さが「きらめく」ものづくり産業創生
応援事業
（新技術・新製品開発補助金）

2025年4月1日(火)～2025年5
月12日(月)17時

1,000万円 2/3以内 中小企業であって、県内において研究開発を行うことができる工場等の事業所を有し、製造業を営む者 〇以下の事業は補助事業の対象とはなりません。
・生産・量産用の設備購入を目的とみなされるもの
・技術的な開発要素がないもの
・技術的課題の解決方法そのものの全部又は大部分を外注又は委託するもの
・申請者自身の企画・開発とみなされないもの
・研究開発が特定の顧客（法人・個人）向けで汎用性のないとみなされるもの
・同一テーマ又は類似テーマの研究開発について、国、県、市町村、他の団体等が実施する他の
助成制度（補助金・委託費等）の採択を受けた事業

さが「きらめく」ものづくり産業創生応援事業新技術・新製品開発補助金は、佐賀県にお
いてものづくり産業に携わる中小企業者が行う研究開発において、DX、GXの実現に向け
た新技術・新製品の開発や基盤技術の高度化に挑戦する取組を中心に支援いたします。

補助対象事業）
次の(1)又は(2)のいずれかの分野を選択してください。
なお、DX又はGXの実現に貢献する取組については優先的に採択されます。
(1)新技術開発分野
自社が保有する独自技術の高度化又は新製品開発等に繋がる基盤技術等の確立に挑戦する
事業であり、補助期間終了後に補助事業の成果を活用した製品開発や応用技術の研究開発
に繋げるために取り組む事業
(2)新製品開発分野
試作品開発や新製品に繋がる応用的な研究開発を行うことにより、新たな製品を市場に流
通させるために取り組む事業であり、補助期間終了後３年以内の事業化を目指す事業

交付決定日から2026年1月31日ま
で

https://www.infosaga.or.j
p/news/000199.php

〇問合せ先：
公財）佐賀県産業振興機構
佐賀県産業イノベーションセンター
ものづくり振興課

89 ◎ なし

生産設備の省
エネ化

佐賀県 佐賀型カーボンニュートラルチャレン
ジ設備投資促進補助金

2025年3月14日(金)～2025年4
月14日(月)

1,000万円 1/2以内 佐賀県内に本店又は本社を有する中小企業者 〇申請要件
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
(1)本事業は、県内中小企業を対象に脱炭素経営のロールモデルを創出し、その取組内容や効果
を広く周知することを意図したものです。つきましては、事業終了後2 年間、温室効果ガスの排
出量を算定、報告していただく必要があります 。
(2)県内企業に普及拡大していくにあたり、 補助事業内容を県が作成する脱炭素経営ガイドブッ
クやホームページ等に掲載させていただく予定です 。
〇補助対象
「佐賀県ローカル発注促進要領」に基づき、補助金の交付を受ける事業者は、県内の事業者を優
先的に活用することとされています。県外の事業者から調達するときは、当該事業者に発注等契
約に類する行為を行う前までに当該要領で定める理由書を提出しなければなりません。

本事業は、県内中小企業を対象に、温室効果ガスの排出削減に資する設備投資に要する経
費の一部を補助して脱炭素経営のロールモデルを創出するとともに、その取組内容や効果
を広く周知することで、県内企業の脱炭素経営を促進し、産業競争力の強化に繋げること
を目的とする。

対象事業および対象設備）
対象事業は脱炭素経営計画に基づく設備導入事業とし、その対象設備は以下のとおりで
す。
＜対象設備＞
　温室効果ガスの排出量削減が見込まれる設備（既存設備の改良や見直しも含む）
　※再生可能エネルギー利用設備（蓄電池含む）は、自家消費かつオンサイトに限る。

交付決定の日から2026年3月10日
まで

https://www.pref.saga.lg.
jp/kiji003112335/index.ht
ml

〇問合せ先：
佐賀県産業労働部 産業グリーン化推
進グループ
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ロボット IoT 採用実績 紹介資料 目的分類 地域 名称 サブカテゴリ 募集期間 補助限度額 補助率/助成率 対象者 補助要件 目的・対象事業 対象期間 URL 備考

おすすめ度
概要 詳細

新規追加または情報更新
背景色凡例

New 90 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上 大分県 令和7年度
大分県地域牽引企業創出事業

2025年4月1日(火)～2025年6
月30日(金)17時必着

5,000万円

※機械等設備導入事業費の上限）
・一般枠：2,500万円
・中堅企業創出枠：3,500万円

機械等設備導入事業費に係る事業は、組織力
強化事業費又は競争強化事業費に係る事業と
併せて実施する。

1/2 以内または2/3以内 〇応募対象者
・優れた経営基盤を活かし、県経済のリーダー的企業となり得る中期経営計画を有する地場中小企業
（一般枠）
・産業競争力強化法に定める中堅企業あるいは売上高100億円企業を目指す中期経営計画を有する地場
中小企業（中堅企業創出枠）

〇対象経費
(1)組織力強化事業費
　ア）新規高度人材確保事業
　イ）組織活性化事業
(2)競争力強化事業費
　ア） 商品・サービス力強化事業
　➢ 知的財産等の導入に係る経費
　➢ 商品・サービス等の改良（デザインのブラッシュアップ、機能等の追加や見直し、制度や
利便性の向上、新規ソフトウェアの制作等）に係る経費
　➢ 専門家等によるＱＣＤ等の技術指導又は専門的経営指導に係る経費
　イ）市場環境調査等事業
　ウ）ブランド構築・強化事業
　エ）外部からの経営資源確保事業
(3)機械等設備導入事業費（※）
　ア） 中期経営計画の達成に必要となる生産性や品質の向上等につながる機械等設備の導入に
係る経費（不動産（土地・建物等）に係る経費は対象外です。）
　・新たな生産、生産能力向上、生産効率向上に必要な機器の購入
　・情報通信業におけるサービス提供時に必要な機器の購入
　・生産・販売管理システムの導入

〇 機械等設備導入事業費に係る事業を実施する際には、組織力強化事業費又は競争強化事業費
に係る事業と併せて実施していただく必要があります。
　よって、機械等設備導入事業費のみの補助事業は実施できません。

持続的な成長を通じて地域の雇用や産業活力を生み出し、県経済をリードする地場中小企
業「地域牽引企業」の創出を図るため、優れた経営基盤を活かした経営戦略により業容拡
大を目指す企業に対して総合的な支援を行います。

〇「地域牽引企業」のイメージ
「株式上場企業」、「グローバル企業」、「ニッチトップ企業」、「新しい産業分野やビ
ジネス形態で全国的なモデルとなる企業」といった県経済のリーダーたるにふさわしい企
業です。

〇「優れた経営基盤」とは、下記３つの要件を満たしていることをいう。
①成長基盤（有望な販路等を既に有している、公的機関等による成長性評価有等）
②成長実績（直近3カ年の平均売上高一般枠：10億円未満、中堅企業創出枠：10億円以上
100億円未満）
③経営者が、自社の成長に対する高い意欲及び中期経営計画を達成するために必要な資質
を有すること

〇「中期経営計画」とは、
一般枠：5年以内に雇用者数を30人以上又は付加価値額1億円以上、
中堅企業創出枠：5年以内に雇用者数を60人以上又は付加価値額3億円以上
を増加させる5年間の経営計画をいう。

計画認定から原則36ヶ月以内

※ただし、県の会計年度毎に交付
申請及び実績報告が必要です。

https://www.pref.oita.jp/
soshiki/14040/r7kenin.ht
ml

〇問合せ先
大分県商工観光労働部
経営創造・金融課経営革新班

New 91 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

長崎県 令和7年度
次世代基幹産業育成事業費補助金
（航空機産業中核企業育成支援事業）

2025年4月1日(火)～2025年5
月19日(月)

2,000万円 1/2以内 県内に本社又は事業拠点を有する航空機の分野にて事業を行う製造業又は機械設計業を営む企業 〇事業計画の要件
以下の要件を満たす計画
①海外大手メーカーや国内Tier1との新たな直接取引に繋がる計画、または県内にはない高度・
特殊な技術の習得又は基幹産業化に寄与する大型需要を獲得する計画
②事業完了後３年以内に事業計画に基づく案件を複数の県内企業と連携して取り組み、事業完了
後５年間で、製品の製造に必要な部品等について、補助額の100%相当額以上を県内企業に新た
に発注し、その後も同規模以上の県内発注を継続する計画

製造業又は機械設計業を営む県内企業の航空機産業における事業拡大に向けた自発的な取
組を支援し、県外需要の獲得と県内企業への波及効果の最大化を図ります。

対象事業）
(1) 海外大手メーカーや国内Tier1 との新たな直接取引に繋がる事業
(2) 県内にはない高度・特殊な技術の習得又は基幹産業化に寄与する大型需要を獲得する
事業

交付決定日～2026年2月28日 https://www.pref.nagasa
ki.jp/bunrui/shigoto-
sangyo/sangyoshien/kou
kuukishinnkou/672343.ht
ml

〇問合せ先：長崎県産業労働部 企業
振興課 成長産業育成班

92 〇 〇 〇 なし

生産性向上 長崎県 長崎県製造業賃上げ対応型投資促進補
助金
（物価高騰克服タイプ）

2025年3月6日(木)～2025年7
月31日(木)

100万円 2/3以内 県内に本店または主たる事業所を有し、製造業又は機械設計業を営む中小製造業者 〇長崎県物価高騰対策支援事業費補助金（生産性向上タイプを除く）の交付を受けていないこ
と。
〇「Ｎぴか(※1)」認証企業であること又は認証申請を行っていること
〇「パートナーシップ構築宣言(※2)」を作成し、公表していること
〇常時雇用する労働者のうち最も低い賃金の者の賃金単価（事業場内最低賃金額）が、長崎県の
最低賃金額を50円以上上回る水準注３であること又は当該水準への引上げを令和7年10月までに
予定していること。
〇賃金引上計画（事業場内最低賃金額を引き上げる計画）を提出すること。

※1）Ｎぴか
「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」認証制度の略称。年齢、性別に関係なく、誰も
が働きやすい職場づくりに積極的に取り組む県内企業を、県が優良企業として認証する制度で
す。
※2）パートナーシップ構築宣言
事業者が、取引先との共存共栄を目指し、協力企業との望ましい取引慣行の遵守に取り組むこと
を代表者の名前で宣言するもの です 。「宣言」は国のポータルサイト上で公表され、一部の国
や自治体の補助金について加点措置があります。

物価高騰の影響を受けている製造業又は機械設計業を営む県内中小企業が、生産性の向上
に向けて実施する取組を支援し、企業の売上増が賃上げにつながる好循環の創出を目指し
ます。

交付決定日～2026年1月30日まで https://www.pref.nagasa
ki.jp/object/tetsuduki-
shinsei/tetsuduki-
shinseikankei/711993.ht
ml

〇問合せ先：長崎県企業振興課　地
場企業支援班、産地振興班

New 93 ◎ ◎ ◎ なし

生産性向上・
新商品開発

鹿児島県 令和7年度
ものづくり中核企業生産革新支援事業

2025年4月1日(火)~2025年4
月30日(水)

1,000万円 1/2以内 県内に事業所を有する製造業を営む中小企業者 〇次の要件をすべて満たす必要があります。
　(1)以下の要件を全て満たす３年程度（補助期間を含む）の事業計画を策定し，実行すること
　　① 事業計画期間において，付加価値額(※1)又は労働生産性(※2)を年率平均３％以上増加
させること。
　　　 ※1 付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費
 　　　※2 労働生産性＝（売上－原価）／（従業員数×年間の平均労働時間）
　　② 申請時における従業員数を事業計画期間中維持すること。
　(2) 事業成果を公表することに同意すること。

中核企業とは、経済産業省選定の地域未来牽引企業をはじめとする、高い技術力や成長性
を有し、地域内取引や雇用の拡大など、地域に相当な経済効果を及ぼす地域経済を牽引す
る企業です。
本事業では、こうした中核企業又は中核企業を目指す企業の「稼ぐ力」向上に向けた生産
性向上等の取組を支援し、その成長を後押しします。

対象経費）
(1) デジタル技術の導入等による生産性向上の取組
(2) 新製品・技術の開発や販路開拓等による付加価値向上の取組
(3) 多能工化に向けた人材育成の取組

2025年3月25日(火)~2026年2月
27日(金)
※交付決定前に完了している事業
は、補助対象になりません。

https://www.pref.kagoshi
ma.jp/af03/r7_chukaku_b
oshu_jizen.html

〇問合せ先：「ものづくり中核企業
生産革新支援事業」事務局

New 94 ◎ ◎ なし

生産性向上・
生産設備の省
力化

鹿児島県 令和7年度
食品関連製造業生産工程自動化・省力
化等支援事業

2025年4月1日(火)~2025年4
月30日(木)

700万円 1/2以内 県内に事業所を有する食品関連製造業を営む中小事業者 〇補助事業の要件
補助事業は，次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 以下の要件をすべて満たす３年程度（補助期間を含む）の事業計画を作成し，実行するこ
と。
　・ 次に掲げる事項に着目したものとすること。
　　① 本事業の取組（機械装置等の導入）のみならず，全体としてどのように生産効率の向上
や付加価値の向上に取り組むか。
　　② 上記の取組を通じて，県内経済にどのような波及効果を生み出すか。
　・ 事業計画期間において，付加価値額※1 又は労働生産性※2 を年率平均3％以上増加させる
こと。
　　　※１ 付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費
　　　※２ 労働生産性＝（売上－原価）／（従業員数×年間の平均労働時間）
　・ 申請時における従業員数を事業計画期間中維持すること。
(2) 事業成果を公表することに同意すること。

県内食品関連製造業者の生産性を高め，競争力の強化を図るため，生産工程の自動化・省
力化等による生産効率の向上や，新たな需要獲得に必要な機械装置の導入等の取組を支援
します。

対象経費）
(1) 人手で行っている作業の自動化や既存の生産工程の省力化、作業効率化、生産能力の
増強等のための機械装置等の導入等に係る経費
(2) 遠隔での製造モニタリングや品質管理・安全管理の見える化等のためのシステム等の
導入等に係る経費
(3) 新たな需要が見込める商品への展開のために必要となる機械装置等の導入等に係る経
費
(4) 生産から配送・納品までの物流プロセスや在庫管理の見える化等に係る経費
(5) 生産工程におけるエネルギー使用量の削減のための機械装置等の導入等に係る経費

2025年3月25日(火)~2026年2月
27日(金)まで
※交付決定前に完了している事業
は、補助対象になりません。

https://www.pref.kagoshi
ma.jp/af03/r702syokuhin-
jidoka-syoryokuka.html

〇問合せ先：「食品関連製造業生産
工程自動化・省力化等支援事業」事
務局
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